
※本チェックシートは、業務実施段階における要求水準確認計画書（参考資料19）に移行する。
①要求水準を超える場合には、技術提案欄に◎を付して内容を記入。
②要求水準を満たす場合には、技術提案欄に○を付して提案書の記載部分を記入。
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技術提案
（提案頁）

設計・施工
段階におけ

る対応
第2章　業務の概要及び計画条件

1 2-1 本事業について、下記の業務を行う。
（1） 設
計業務
（基本設
計、実
施設
計、設
計意図
伝達）

2 2-1

設計、積算及び必要となる調査、関係団体等との打合
せ、行政手続き（建築確認申請、都市計画等に関わる
手続きを含む。）並びに設計意図伝達業務（平成21年
国土交通省告示第15号別添一 第１項 第三号に規定
する工事施工段階で設計者が行うことに合理性がある実
施設計に関する標準業務）等をいう。

（2） 工
事施工
等業務
（施工技
術検
討、工
事施工）

3 2-1

工事、必要となる調査、行政手続き及び引き込み申請
手続き並びに施工技術検討（設計と施工の一体的な事
業マネジメントを図るとともに、コスト縮減、工期短縮の実
現に向けた取り組みを行うこと）をいう。なお、引き込み申
請時に係る各種負担金を含む。

（3） 工
事監理
業務

4 2-1
平成21年国土交通省告示第15号別添一 第２項に規
定する工事監理に関する標準業務及びその他の標準業
務等をいう。

5 2-1
本事業に含まれている範囲は下記のとおりとする。なお、
(1)から(3)までの整備区分の詳細は【添付資料3】「整備
区分表」による。

6 2-1
（1） 競技場本体及び敷地内外構（立体都市公園を
含む。）

7 2-1 （2） 歩行者デッキ1号、歩行者デッキ２号等

8 2-1
（3） 道路線形変更工事（【参考資料1】「線形変更協
議図（旧計画における協議状況）」を参照する。）

9 2-1

本事業の実施に当たっては、適用を受ける関係法令等
を遵守する。なお、これまでＪＳＣが行った行政協議等の
概要は【技術提案参加者への資料4】「行政協議等一
覧」を参照する。

10 2-2

新国立競技場の敷地は、国立霞ヶ丘陸上競技場（以下
「旧国立競技場」という。）、日本スポーツ振興センター旧
本部棟及び旧日本青年館の敷地、明治公園（四季の庭
及び霞岳広場、廃園予定）並びに特別区道43-660号
（廃道予定）及び特別区道43-680号（廃道予定）により
構成される。

11 2-2

新国立競技場の敷地は、西側は東京都道418号北品川
四谷線（外苑西通り）と、南側は特別区道43-690号と、
東側は特別区道43-670号と、及び北側は東京都道
414号四谷角筈線と接している。

（2） 法
規制

12 2-3

13 2-3
① 敷地形状
敷地形状については、【参考資料2】「敷地測量図」を参
照する。

14 2-3
② 地盤調査
地盤調査については、【参考資料3】「地盤調査報告書」
を参照する。
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要求水準に関するチェックシート

要求水準の分類 番号 頁 要求水準の確認事項

技術提案時

（3） 敷
地の状
況

所在地 東京都新宿区霞ヶ丘町10番1号ほか（東京都新宿区及び渋谷区）
敷地面積 113,039.62㎡

西側：東京都道418号北品川四谷線（約22ｍ）
南側：特別区道43-690号（約20ｍ）
東側：特別区道43-670号（約15ｍ、18ｍ）
北側：東京都道414号四谷角筈線（約22ｍ）
用途地域：第二種中高層住居専用地域
風致地区：第二種風致地区（明治神宮内外苑風致地区）
文教地区：第一種文教地区
防火指定：準防火地域
高度地区：第二種高度地区

地区計画 神宮外苑地区地区計画（再開発等促進区を定める地区計画）
都市計画公園 第5・7・18号明治公園

容積率 250%
建ぺい率 70％（10％角地緩和込）

建物等最高
高さの限度

明治神宮外苑アイススケート場側及び聖徳記念絵画館側：3.0時間-2.0時間
（測定水平面+4.0ｍ）

避難場所 広域避難場所

地域・地区

75ｍ

日影規制

道路幅員

jscu001167
タイプライターテキスト
参考資料２

jscu001167
テキストボックス
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技術提案
（提案頁）

設計・施工
段階におけ

る対応

要求水準に関するチェックシート

要求水準の分類 番号 頁 要求水準の確認事項

技術提案時

15 -
なお、工事完了時に敷地境界点（(1)敷地概要の図に示
す敷地境界線の範囲）を再現（130点程度）する。

16 2-3

③ 地盤レベル
旧国立競技場等の解体撤去後の現況地盤レベルについ
ては、【参考資料2】「敷地測量図」及び【参考資料4】「旧
国立競技場の既存杭」を参照する。

17 2-3
現時点でＪＳＣが把握している敷地内残置物は、下記の
とおりとする。

18 2-3 ① 旧国立競技場の既存杭 【参考資料4】参照

19 2-3
② 日本スポーツ振興センター旧本部棟の地下躯体
【参考資料5】参照

20 2-3 ③ 旧日本青年館の地下躯体等 【参考資料6】参照

21 2-3 ④ 新設下水道千駄ヶ谷幹線 【参考資料7】参照

22 2-4
⑤ 旧国立競技場内の保存樹木等（マテバシイ及び石
垣）【参考資料8】参照

23 2-4 ⑥ 現存樹木リスト【参考資料9】参照

24 -
⑦下水道千駄ヶ谷幹線敷設工事に伴う残置物【参考
資料20】参照

25 -
⑧明治公園（四季の庭）残置配管図【参考資料21】参
照

26 - ⑨旧国立競技場残置配管図【参考資料22】参照

27 2-4
敷地内残置物の取り扱いについては、下記のとおりとす
る。

28 2-4
①、②、③及び⑦は計画に応じて受注者が撤去するこ
とが可能である。

29 2-4 ④及び⑤は敷地内に残置する計画とする。

30 2-4 ⑥は可能な限り残置する計画とする。

31 - ⑧、⑨は撤去する。
（5） 埋
蔵文化
財調査
の状況

32 2-4
埋蔵文化財調査の状況については、【参考資料10】「埋
蔵文化財調査範囲図」を参照する。なお、敷地内の調査
は、平成27年8月に全て完了している。

（6） 土
壌汚染
調査の
状況

33 2-4

土壌汚染調査の状況については、【参考資料11】「土地
履歴調査等概要」を参照する。また、当敷地内における
土壌汚染対策法及び都民の健康と安全を確保する環境
に関する条例第117条に基づく調査は、平成27年9月に
完了。

34 2-4

新国立競技場の敷地に隣接するＪＳＣ所有地（326.15
㎡）には、都営地下鉄大江戸線「国立競技場駅」の駅舎
の一部があるため、区分地上権が設定されている。【参
考資料5】「日本スポーツ振興センター旧本部棟の地下
躯体」参照

35 2-4
当該地は新国立競技場の敷地外ではあるが、本事業に
より表層を整備する。【添付資料4】「本事業での整備内
容（都市計画関連）」参照

36 2-5
① 第5・7・18号明治公園
第5・7・18号明治公園については、【添付資料5】「第5・
7・18号明治公園」を参照する。

37 2-5
② 神宮外苑地区地区計画
神宮外苑地区地区計画については、【添付資料6】「神
宮外苑地区地区計画」を参照する。

38 2-5
歩行者デッキ１号は、北部分は将来整備とし、本事業で
は南部分を整備する。

39 2-5

整備範囲には歩行者デッキ１号及び渡し部分（【添付資
料4】「本事業での整備内容（都市計画関連）」の東京体
育館サブアリーナとの渡し部分をいう。以下同じ。）を含
む。
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技術提案
（提案頁）

設計・施工
段階におけ

る対応

要求水準に関するチェックシート

要求水準の分類 番号 頁 要求水準の確認事項

技術提案時

40 2-5

なお、横断先の西部分の橋脚は、東京体育館第２駐車
場の出入口と干渉することから、出入口・標識等の位置
変更や植栽等の撤去等の工事が見込まれ、当該工事は
本工事に含まれる。（【添付資料7】「歩行者デッキ１号整
備概要」参照）

41 2-5 歩行者デッキ２号は、全幅員を整備する。

42 2-5

なお、現都営霞ヶ丘アパート敷地に整備される公園（以
下「新明治公園」という。）への接続工事（エレベータや階
段の設置等）についても、本工事に含まれる。（【添付資
料8】「歩行者デッキ２号整備概要」を参照）

43 2-5 ① 地区計画への適合

44 2-5

受注者は、関係者と必要な協議・調整を行った上で、
「東京都再開発等促進区を定める地区計画運用基
準」及び「東京都市計画神宮外苑地区地区計画企画
提案書」等を踏まえて、「（仮称）新計画報告書」を作
成すること。

45 2-5
なお、この場合において、旧計画との比較と議論がさ
れることが見込まれるため、その場合は真摯に対応す
ること。

46 2-5
② （仮称）新計画報告書の作成に当たっての留意点
　（仮称）新計画報告書の作成に当たり、下記の点に留
意すること。

47 2-5
a) 地区計画の目標・方針を踏まえ、支障のない計画
であること。

48 2-5
b) 敷地条件や立体都市公園・広場・歩道状空地等か
ら導かれるまちづくりの考え方は、原則として旧計画を
踏襲していること。

49 2-5

c) 立体都市公園（歩行者デッキ１号・２号を含む。）と
競技場本体建物が有効に接続されていること。（例え
ば、立体都市公園の部分に競技場本体建物を計画し
ないこと。立体都市公園と競技場本体建物を有効に
接続させ、歩行者ネットワークや人溜まり空間が有効
に機能するように計画されていること。）

50 2-5 ③ 公園管理者等との協議

51 2-5
立体都市公園は、将来、明治公園の一部となることか
ら、公園管理者と協議を行うこと。

52 2-5
歩行者デッキ１号と渡し部分の設計（東京体育館第２
駐車場の改修設計等を含む。）に当たり、公園管理者
や東京体育館の指定管理者と協議を行うこと。

53 2-5
なお、東京体育館は営業施設であるため、工事に当た
り、十分な工期設定と日程調整を行うこと。（【添付資
料9】「東京体育館との取り合い」参照）

54 2-6

歩行者デッキ２号と新明治公園との接続等設計に当
たり、公園管理者との協議を行う必要がある。なお、工
事に当たっては、新明治公園の整備工事と調整を行う
こと。

55 2-6

周辺インフラの状況及び旧計画において想定していた引
込位置は、【添付資料10】「インフラ状況・旧計画引込位
置図」のとおりである。なお、引込位置の変更については
各供給事業者との協議が必要になる。

56 2-6
東京電力株式会社が敷地北側の地下の一部を占用して
いる。また、旧国立競技場の6kVの受電設備が敷地内に
設置されている。

57 2-6 ① 新国立競技場敷地内の樹木の状況４
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技術提案時

58 2-6

敷地内の樹木については、埋蔵文化財調査や土壌汚
染対策、旧国立競技場や旧日本青年館等の解体工
事に伴い、現存樹木の一部は仮移植・伐採を行って
おり、樹木の所在、移植・伐採の別及び区分は、表1の
とおり整理される。（【参考資料12】「移植樹木リスト」参
照）

59 2-6 ② 外構計画への現存樹木の活用

60 2-6
新国立競技場の外構計画に際し、(2)樹木の取扱い
①及び②の仮移植樹木の活用を図ることとする。

61 2-6

また、旧日本青年館の敷地の現存樹木（表1の区分
ｄ）及び明治公園内の現存樹木（表1の区分ｇ及びｈ）
のうち、現位置に残すことが可能なものがあれば、それ
を活用した外構計画とし、ＪＳＣへ当該計画を報告する
とともに、緑化計画報告書等へ反映させる。（【参考資
料9】「現存樹木リスト」参照）

62 2-6

表1

63 2-7 ① 仮移植済みの樹木の取扱い

64 2-7

受注者は、下記の仮移植地にある樹木（表1の区分ａ
及びｅ）について、新国立競技場敷地内に搬入し、移
植する。対象樹木及び移植先は【参考資料12】「移植
樹木リスト」参照
〈仮移植地〉
・千葉県匝瑳市春海字水神下7038周辺
・埼玉県さいたま市緑区大字寺山736
・埼玉県さいたま市緑区大字寺山268-2
・東京都新宿区霞ヶ丘町1-1 聖徳記念絵画館前

65 2-7
② 旧日本青年館の敷地及び明治公園内の現存樹木の
取扱い

66 2-7

旧日本青年館の敷地「表1の区分ｄ（現位置に残すと
したものを除く。）」及び明治公園内の現存樹木「表1の
区分ｇ（現位置に残すとしたものを除く。）」はＪＳＣが仮
移植地へ移植し、受注者が新国立競技場敷地内に再
移植する。

67 2-7
「表1の区分ｈ（現位置に残すとしたものを除く。）」はＪＳ
Ｃが工事着工までに伐採する。【参考資料9】「現存樹
木リスト」参照

68 -
受注者は、【参考資料１】線形変更協議図（旧計画にお
ける協議状況）を参考に、関係者と必要な協議・調整を
行い、道路線形変更工事を行うこと。

第3章　施設整備

69 3-1

新国立競技場は、明治神宮外苑の歴史と伝統ある環境
の中で、2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会
（以下この節において、「東京大会」という。）のメインスタ
ジアムとして建設される。

70 3-1

すべてのアスリートが最高の力を発揮し、世界中に感動
を与え、東京大会を成功に導く場となり、そのよい遺産と
して、後世の人々に長く愛され活用される施設となること
が望まれる。
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方

５．道路線形変
更工事

 

樹木の所在（旧所在） 移植・伐採の別 区分

仮移植済み ａ

伐採済み ｂ
伐採済み ｃ
現存・伐採予定 ｄ
仮移植済み ｅ
伐採済み ｆ
現存・仮移植予定 ｇ
現存・伐採予定 ｈ

旧国立競技場敷地

旧日本青年館敷地

明治公園内
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技術提案
（提案頁）

設計・施工
段階におけ

る対応

要求水準に関するチェックシート

要求水準の分類 番号 頁 要求水準の確認事項

技術提案時

71 3-1
そのため
○ 人にやさしく、誰もが安心して集い、競技を楽しむこと
のできるスタジアム

72 3-1
・世界最高のユニバーサルデザインを導入した施設を
目指す。

73 3-1
・競技者と観客とが一体感のある空間を作り出し、競
技者の最高の力を引き出す。

74 3-1
○ 周辺環境と調和し、最先端の技術を結集し、我が国
の気候・風土・伝統を現代的に表現するスタジアム

75 3-1
・豊かな緑とともに、スポーツクラスターの中心を作り出
す。

76 3-1
・日本の伝統的文化を現代の技術によって新しい形と
して表現する。

77 3-1
○ 地域の防災に役立ち、地球全体の環境保存に貢献
するスタジアム

78 3-1
・災害時の避難及び救援、地球全体の環境負荷の軽
減に貢献する。

79 3-1
を施設整備のコンセプトとして、できる限りコストを抑制し、
東京大会開催に間に合うように確実に完成させる。

80 3-2
本施設は、次の機能により構成され、各機能の基本的な
考え方及び面積は、表2による。

81 3-2
各機能において必要となる主な諸室の面積及び要求水
準は、【添付資料11】「各室性能表」による。

82 3-2
なお、フィールドの面積は、競技等機能の面積に含まれ
る。

83 3-2 表2 新国立競技場の施設構成（導入機能と規模）
84 3-2 ①競技等機能

85 3-2
オリンピック・パラリンピック競技大会のメインスタジアム
として必要な機能を整備する。

86 3-2
具体的には、オリンピック・パラリンピック競技大会の陸
上競技、サッカーの開催が可能な水準の競技等機
能、開閉会式開催に必要な機能を整備する。

87 3-2
常緑の天然芝の育成に必要な条件（太陽光、風、水、
温度等）を考慮し、必要な機能を整備する。

88 3-2 競技者が良好な状態で競技できる環境を整備する。

89 3-2 約24,000m2

90 3-2 ②競技等関連機能

91 3-2
アスリート・ファーストの理念の下、誰もが競技に専念で
きる、安全で快適な競技者関連機能を整備する。

92 3-2
安全でスムーズな大会運営が可能となる大会運営関
連機能を整備する。

93 3-2
オリンピック・パラリンピック競技大会の実施に求められ
る規定を踏まえ、競技者及び運営関係者に必要な機
能を整備する。

94 3-2
プライバシーや快適性に配慮したドーピングコントロール
機能を整備する。

95 3-2 約5,900㎡
96 3-2 ③観覧機能

97 3-2
オリンピック・パラリンピック競技大会が実現できる約
6.8万席の観客席を整備する。

98 3-2
将来の大規模国際大会の開催を目指し、観客席増設
により、8万席以上確保可能な計画とする。

99 3-2
その際、サッカー、ラグビーの競技者と観客に一体感
が生まれ、臨場感あふれるピッチに近い観客席を計画
する。

100 3-2 約85,300m2

101 3-2 ④メディア機能

102 3-2
世界中から訪れる各種メディアがスムーズに活動で
き、世界に向けて円滑に発信可能な機能を有するメ
ディア機能を整備する。

第
2
節
．
主
な
設
計
条
件

１．施設構成と
導入機能及び
規模
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技術提案時

103 3-2 約3,100m2

104 3-2 ⑤ホスピタリティ機能

105 3-2
オリンピック・パラリンピック競技大会に訪れる観客、
VVIP、VIP等に対して、快適で安全が確保されたホスピ
タリティ機能を整備する。

106 3-2 約17,100m2

107 3-3 ⑥防災警備機能

108 3-3
観客、競技者、運営関係者等本施設利用者の安全
が確保される機能を整備する。

109 3-3
地域の防災性向上の観点から、東京都帰宅困難者
対策条例、新宿区地域防災計画等を踏まえ、防災機
能を整備する。

110 3-3 約1,200m2

111 3-3 ⑦維持管理機能

112 3-3
スタジアムを維持するための効率的で経済的な維持
管理機能を整備する。

113 3-3 約31,800m2

114 3-3 ⑧駐車場等機能

115 3-3
東京都駐車場条例に基づく駐車台数を確保する。
（300台程度を想定。）

116 3-3

オリンピック・パラリンピック競技大会開閉会式の準備、
運営に必要となる運搬車両や、競技者、メディア、緊
急車両などの出入口、車路、駐車スペースを整備す
る。

117 3-3
安全に配慮したVVIP、VIP専用の出入口、車路、駐車
スペースを整備する。

118 3-3 約26,000m2

119 3-3 表2　合計　約194,400m2

120 3-3 面積の許容範囲

121 3-3
新国立競技場の合計面積は、表２に示す合計面積の
95％以上100％以下とする。

122 3-3
各室面積は【添付資料11】「各室性能表」に掲げる
「面積」に示す所定の面積に対し、±5％以内とする。

123 3-3

ただし、設計において、要求水準（面積を除く。）を満た
した上で、合理的な理由に基づく提案を行い、ＪＳＣと
計画案の協議が整った場合は、これを変更することが
できる。

124 3-4

① オリンピック競技大会開催時
オリンピック競技大会開催時の観客席は、約6.8万席を
整備し、車いす席は、総席数（実質席数）の0.75％以上
を確保する。

125 3-4

② パラリンピック競技大会開催時
パラリンピック競技大会開催時には、一般席の一部を取り
外し、車いす席及び同伴者席を、総席数（実質席数）の
1.2％以上まで増設する計画とする。

126 3-4

③ オリンピック・パラリンピック競技大会開催後
オリンピック・パラリンピック競技大会開催時の観客席につ
いては、同大会終了後、サッカーの大会開催時に、モー
ト及び陸上トラックの上部に、可能な限りピッチに近い臨
場感のある観客席を増設し（同大会開催時の約6.8万席
の観客席の一部を撤去して増設する計画も可とする。）、
総席数が8.0万席以上確保できる計画とする。

127 3-4 観客席の種別及び席数は、表3による。
128 3-4 表3 観客席数　オリンピック競技大会開催時

129 3-4

一般席　約55,600席 ※1
※1 オリンピック・パラリンピック競技大会開催時の一
般席は、競技者、関係者、スポンサー等の席（仕様は
一般席と同じ）を含む

130 3-4 車いす席　約450席
131 3-4 同伴者席　約450席

２
．
観
客
席
の
条
件

（１）観
客席の
概要

（2） 観
客席数
の内訳
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要求水準の分類 番号 頁 要求水準の確認事項

技術提案時

132 3-4
VVIP席　約150席 ※2
※2 オリンピック・パラリンピック開催時のVVIP席は、プ
レジデンシャルボックスとして整備する。

133 3-4 VIP席　約1,350席

134 3-4

メディア席　約10,000席 ※3
（実質席数約2,000席）
※3 一般席約１万席分のスペースを活用して、メディ
ア用のヘッドオン（約200㎡）、プレス席（約1,500㎡）、
コメンタリーポジション（約620㎡）、オブザーバー席（約
60㎡）、ミックスゾーン（約380㎡）を整備する。

135 3-4
合計　約68,000席
（実質席数）約60,000席

136 3-4 表3 観客席数　ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ･ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ競技大会終了後
137 3-4 一般席　約77,100席
138 3-4 車いす席　約450席
139 3-4 同伴者席　約450席
140 3-4 VVIP席　約150席
141 3-4 VIP席　約1,350席
142 3-4 メディア席　約500席

143 3-4
合計　約80,000席
（実質席数）約80,000席

144 3-5
（1） 本施設が、明治神宮外苑地区に立地することを踏
まえ、明治神宮外苑の緑豊かな風格ある都市景観との
調和と利便性に配慮した計画とする。

145 3-5
（2） 建物の最高高さは、外苑西通り側の地盤面
（TP+24.0m）から70ｍ以下とする。

146 3-5
（3） 設計ＧＬは、本業務要求水準書を踏まえ、適切に設
定する。

147 3-5

（4） オリンピック・パラリンピック競技大会後の観客席増
設に備え、屋根は増設後の観客席全体を覆うことができ
るように、本事業で整備する。また、コンコース及びトイレ
等についても、増設後の観客席数に合わせて整備する。

148 3-5
（5） 観客席の観戦環境、フィールドの競技環境の向上
（夏季の熱中症対策等の暑さ対策を含む。）や芝のメン
テナンスのため、通風等の採涼に配慮した計画とする。

149 3-5
オリンピック・パラリンピック競技大会開催時に、下記の
フィールドの規格を確保する。

150 3-5 ① 陸上競技場としての規格

151 3-5
a) JAAFの新設第1種公認陸上競技場（多目的）及び
IAAFのCLASS１認証陸上競技場とする。

152 3-5 b) 陸上トラックは単心円とする。
153 3-5 ② サッカー場としての規格

154 3-5
a) サッカーピッチは、JFAの定める「スタジアム標準」
及びFIFAの定める「5th edition 2011 Football
Stadiums」の基準を満たすものとする。

155 3-5
b) サッカーコートの寸法は、長さ105ｍ、幅68ｍとし、
芝生のサイズは長さ107ｍ、幅71ｍとする。

156 3-5 ③ ラグビー場としての規格

157 3-5
ラグビーグラウンドは、ワールドラグビーが定める競技規
則を満たすものとする。

158 3-5
フィールドオブプレーの寸法は、長さ100ｍ、幅70ｍと
する。

159 3-5
なお、陸上フィールド部分に芝を拡張することにより、イ
ンゴール部分（長さ22ｍ以内、幅70ｍ、2面）を確保で
きることを確認する。

（2） 公
認検定

160 3-5
受注者はＪＳＣが取得するJAAFによる公認、及びIAAF
CLASS１認証取得に協力する。

（3） そ
の他 161 3-5

オリンピック・パラリンピック競技大会の開閉会式時に災害
が発生した際に、競技者等（２万人程度）がフィールドか
ら建物外へ円滑に避難できるように計画する。

 

３. 建物形状の
条件

４
.
 
フ
ィ
ー
ル
ド
の
条
件

（1）
フィール
ドの規格
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要求水準に関するチェックシート

要求水準の分類 番号 頁 要求水準の確認事項

技術提案時

162 3-6
施設計画について、「官庁施設の基本的性能基準」（以
下「基本的性能基準」という。）の各性能項目に対する要
求水準は、下記のとおりとし、その水準に適合すること。

163 3-6
基本的性能基準に定められることのほか、次の条件を満
たすこと。

164 3-6
（1） 賑わいと活力あるスポーツ施設の集積する明治
神宮外苑エリアを象徴する中核施設として、周辺環境
と調和したデザインとする。

165 3-6
（2） 周辺からの見え方に配慮し、外構や低層部のデ
ザインの工夫等を行い、通りからの眺望に対して圧迫
感が軽減される計画とする。

166 3-6
（3） 統一感のある植栽による緑のオープンスペースを
整備し、連続的な緑の歩行空間を計画する。

167 3-6
「官庁施設の環境保全性基準」に定められることのほか、
次の条件を満たすこと。

（1） 環
境保全
性に関
する共
通事項

168 3-6

東京都の「都民の健康と安全を確保する環境に関する
条例」に基づく建築物環境計画書において、より評価の
高い優良な建築物となるよう積極的に努め、エネルギー
使用の合理化やヒートアイランド現象の緩和、温室効果
ガスの排出抑制等を図る。

169 3-6 ① 1次エネルギー・CO2排出量評価

170 3-6

a) PAL*/ERRの目標設定
東京都建築物環境計画書制度に基づく省エネルギー
性能評価基準の、「建築物の熱負荷（PAL*）の低減
率20％以上、設備システムのエネルギー利用の低減
率（ERR）11％以上」を達成する。

171 3-6

b) CASBEE
建築物総合環境性能評価システム（CASBEE）による
評価を行い、建築物の環境性能はＳランクとなるよう
整備する。

172 3-6

② その他
太陽光発電設備、微細な水滴の噴霧を利用した装置
等、最新技術の導入に努める。その際、設置・活用方法
について提案する。

173 3-6

① 適正使用・適正処理に関する性能
「建設副産物適正処理推進要綱」及び「建設リサイクル
推進計画2014」に基づき、適正使用・適正処理に配慮
するものとする。

174 3-7

② エコマテリアルに関する性能
「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」
(平成12年法律第100号)に基づき、文部科学省が作成
する「環境物品等の調達の推進を図るための方針」に従
い、資機材等の選択に当たっては、できる限り環境物品
等を選択すること。

175 3-7 ③ 省エネルギー・省資源に関する性能

176 3-7
太陽光や風等の自然エネルギーを有効に活用する環
境保全に関する技術の活用を図り、環境負荷低減を
図る。

177 3-7
電気・設備機器などについては、省エネルギータイプを
使用する。

178 3-7 ① 地域生態系保全に関する性能
179 3-7 a) 緑化の推進

180 3-7
・ 良好な都市環境形成及び地域や都市への熱負荷
の低減のために緑化を行う。

181 3-7
・ 緑化維持のための潅水方法は、省力化、省エネル
ギー化、省資源化に配慮して計画する。

182 3-7 b) 地域や都市への熱負荷の低減

183 3-7
・ 構内舗装に保水性舗装等を採用し、熱負荷の低減
を図る。
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技術提案時

184 3-7

・ 使用材料については、自然材料、リサイクル材料、メ
ンテナンスフリー材料等の採用に係る検討を行い、ライ
フサイクルコストの低減及び環境負荷低減に効果のあ
る材料を選定する。

185 3-7 ② 周辺環境配慮に関する性能

186 3-7
a) 日照阻害
・ 隣接敷地の日照阻害に配慮して計画する。

187 3-7
b) ビル風(風害対策)
・ 適切な低層部の配置や樹木等の設置により影響を
軽減する。

188 3-7
・ 外部に接する出入口や、外部空間において、ビル風
により快適性が損なわれることがないよう計画する。

189 3-7
c) 雨水流出抑制
・ 条例に従い、雨水流出抑制施設を設置する。

190 3-7
d) 排気・廃熱
・ 周辺環境に影響を及ぼさないよう配慮して計画す
る。

191 3-7

e) 騒音
・ オリンピック・パラリンピック競技大会の開閉会式等に
おける周囲への音伝搬について検討し、問題発生が
懸念される場合は対応策を設計に反映させる。

192 3-8
f) 光害
・ 窓等の反射光に関し、周辺環境に配慮して計画す
る。

193 3-8 また、外灯の上方光束の抑制に配慮して計画する。

194 3-8

防災性に関する性能については、下記の①から⑦までに
掲げる基準を満たすこと。また、大規模地震の発生に備
え、広域避難場所として相応しい防災の取り組みによる
地域防災力の向上を目指す。競技やイベントの開催時に
は、多数の観客等が集まることから、観客等の安全の確
保を特に考慮して計画する。

195 3-8

① 耐震に関する基準
構造体に関する基準は、「官庁施設の総合耐震・対津波
計画基準」（以下「総合耐震・対津波計画基準」という。）
のⅡ類、建築非構造部材に関する基準は、総合耐震・
対津波計画基準のＢ類、建築設備に関する基準は、総
合耐震・対津波計画基準の乙類とする。

196 3-8
② 対火災に関する基準
耐火及び初期火災の拡大防止に関する基準は、【添付
資料11】「各室性能表」に示す性能水準とする。

197 3-8
また、火災時の避難安全確保に関する基準は、基本的
性能基準のⅠ類とする。

198 3-8
③ 対浸水に関する基準
対浸水に関する基準は、【添付資料11】「各室性能表」
に示す性能水準とする。

199 3-8
また、水害対策として、本敷地において過去に生じた最
大の水位及び将来において生ずる可能性のある最高水
位に対して、施設への浸水を防ぐよう計画する。

200 3-8

④ 耐風に関する基準
構造体に関する基準は、基本的性能基準のⅡ類、建築
非構造部材に関する基準は、基本的性能基準のⅡ類、
建築設備に関する基準は、基本的性能基準のⅡ類とす
る。

201 3-8
⑤ 耐雪・耐寒に関する基準
耐雪・耐寒に関する基準は、基本的性能基準の性能水
準とする。
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202 3-8
⑥ 耐落雷に関する基準
耐落雷に関する基準は、基本的性能基準のⅡ類とす
る。

203 3-8
⑦ 常時荷重に関する基準
常時荷重に関する基準は、基本的性能基準の性能水準
とする。

（2） 機
能維持
性に関
する性
能

204 3-9
機能維持性に関する性能は、基本的性能基準のⅡ類を
満たすこと。

205 3-9
防犯に関する性能は、【添付資料11】「各室性能表」に
示す性能水準及び「官庁施設の防犯に関する基準」を
満たすこと。

206 3-9
また、開口部の防犯設計として、ガラス単体だけでなく、
サッシ、鍵、セキュリティシステム等を含め総合的に検討
する。

207 3-9
利便性に関する性能は、基本的性能基準の性能水準を
満たすこと。また、下記の①から④までを満たす計画とす
る。

208 3-9
① 異種動線の交差回避
歩行者と車両の動線は、交差を可能な限り避けた計
画とする。

209 3-9
② エントランス
メインエントランスの形態及び空間構成は、分かりやす
い計画とする。

210 3-9
③ 昇降機設備
乗用エレベーター及びエスカレーターは、建築規模、
用途、利用人員、動線計画等を考慮し計画する。

211 3-9

④ 操作性
設備システム及び設備機器の操作において、維持管
理担当者、一般利用者、障がい者等の利用区分を明
確にし、安全性、操作性に十分配慮した計画とする。

212 3-9
「官庁施設のユニバーサルデザインに関する基準」に定
められることのほか、下記の条件を満たすこと。

213 3-9
① Accessibility Guide（2013年6月IPC発行。今後、
発行される東京版を含む。）を踏まえ、計画すること。

214 3-9
② オリンピック・パラリンピック競技大会の開催を踏ま
え、全ての利用者が円滑に利用できる世界最高のユ
ニバーサルデザインを導入したスタジアムを目指す。

215 3-9
③ ユニバーサルデザインの実現に最も重要な点は多
様な利用者ニーズの把握である。

216 3-9

そのため、設計から施工段階において、高齢者、障が
い者団体及び子育てグループ等の参画を得てユニ
バーサルデザイン・ワークショップを開催し、関係者の
意見を集約した上で業務を進める。

217 3-9
室内環境性に関する性能は、振動を除き、【添付資料
11】「各室性能表」に示す性能水準を満たすこと。

218 3-10
なお、振動については、観客席において多数の観客が飛
び跳ねた際の振動に対して十分配慮した上で、基本的
性能基準の性能水準を満たすこと。

219 3-10
情報処理機能に係る情報化対応性に関する性能は、
【添付資料11】「各室性能表」に示す性能水準を満たす
こと。

220 3-10
情報交流機能に係る情報化対応性は、基本的性能基
準のⅡ類を満たすこと。

221 3-10
経済性に関する性能は、以下の(1)及び(2)を満たすこと
のほか、将来予想される利用形態に対して維持管理費
の抑制ができるよう計画すること。
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技術提案時

222 3-10 耐用性に関する性能は、下記の①及び②を満たすこと。

223 3-10
① 耐久性に関する基準
耐久性に関する基準は、基本的性能基準の性能水準
とする。

224 3-10
なお、構造体について、100年間大規模な修繕を行
わずに使用できるものとし、維持管理コストの縮減を図
る計画とする。

225 3-10
② フレキシビリティに関する基準
フレキシビリティに関する基準は、基本的性能基準の
Ⅰ類とする。

226 3-10
なお、オリンピック・パラリンピック競技大会後など、将
来に予測される空間の利用方法等の用途変更、設備
機器類の更新等に柔軟に対応できるものとする。

227 3-10
配管・配線・ダクトスペースについては、容易に点検が
可能とするなど、更新が容易にできるよう計画する。

228 3-10
保全性に関する性能は、基本的性能基準の性能水準を
満たすこと。

229 3-10
なお、清掃、定期点検及び更新等の作業がしやすい内
外装や設備計画とする。

230 3-11
① 第5・7・18号明治公園及び神宮外苑地区地区計画
に基づいて、立体都市公園及びその他の空地を確保し
た計画とする。

231 3-11
② 入退場時の観客の往来が円滑になるよう、最大観客
席数に応じた人溜り空間を確保した計画とする。

232 3-11
また、災害時の観客の避難並びに、消防及び救援活動
に支障が無いように計画する。

233 3-11
③ IAAFが規定する陸上競技場の方位（南北軸から東西
に向かう角度が22.5度未満とする。）を遵守した計画とす
る。

234 3-11
① 外装は、外皮としての性能を十分に満足し、耐久性及
びメンテナンス性に優れた計画とする。

235 3-11 ② 外装材は、近隣への反射等に配慮した計画とする。

236 3-11
③ 外装材の仕上げ及び色彩が、周辺の景観と調和した
計画とする。

237 3-11
④ 観客の観戦環境や競技者の競技環境が、快適となる
屋根形状を計画する。

238 3-11
⑤ ピッチの天然芝育成のため、日照の確保と通風に配
慮し、透過膜等を活用した屋根計画とする。

239 3-11
⑥ 近隣への遮音、大空間における音響に配慮した計画
とする。

240 3-11
① 各室に求める性能は、【添付資料11】「各室性能表」
による。

241 3-11
② 仕上げの材料は、耐久性及びメンテナンス性に優れ
た材料を選定する。

242 3-11
③ 施設内は、原則禁煙とし、喫煙所については適切な
場所に設置し、換気装置を設置する。

243 3-11
屋外動線及び屋内動線は、利用者にとって機能的で分
かりやすく、安全性確保やユニバーサルデザインに配慮し
た計画とする。

244 3-11
本施設は、観客、競技者、メディア及び施設管理者な
ど、様々な利用者の動線分離に配慮した計画とする。

245 3-11
なお、機能ごとの動線の考え方と、機能間の関連性につ
いては、【参考資料13】「機能関連図」を参照する。

246 3-11 ① 屋外動線計画
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247 3-11

a) 観客の動線は、最寄り駅（JR千駄ヶ谷駅、JR信濃
町駅、東京メトロ外苑前駅、東京メトロ青山一丁目駅、
東京メトロ北参道駅及び都営地下鉄国立競技場駅）
から建物の出入口へのアクセスが円滑に行えるよう計
画する。

248 3-11
b) タクシーの利用者が、本施設にアクセスできるよう
計画する。

249 3-11
c) 車両動線と歩行者動線は、安全性確保のため、適
切に分離した計画とする。

250 3-11
d) 敷地の東西は、約8ｍの高低差があるため、敷地内
の往来については鉛直方向を含め、車いす利用者等
が無理なく移動可能な手段を計画する。

251 3-12
e) 場内駐車場へアクセスする一般車両及び大型車
両が、周辺交通に支障にならないように出入口を計画
する。

252 3-12
f) 救急車、消防車等の緊急車両が北側及び東側の
道路から進入できる計画とする。

253 3-12

g) 敷地西側道路から2か所及び南側道路から１か所
の車両出入口を整備し、それぞれの出入口からフィー
ルドへ有効幅10ｍ以上、有効高さ6ｍ以上の車路を整
備する。

254 3-12
なお、車路はトラッククレーン（吊り上げ能力50ｔ吊り）、
11ｔ車、セミトレーラー等の通行に支障が無いように路
面の耐荷重を考慮して計画する。

255 3-12 ② 屋内動線計画

256 3-12
a) 観客の歩行空間については、安全で円滑な動線を
確保するため、入退場時等の利用者集中を考慮し、
十分な幅員や、適切な形態とする。

257 3-12 b) 災害時に円滑な避難が可能な計画とする。

258 3-12
c) 昇降機設備を適切に配置し、観客の移動やサービ
スの提供が円滑に行えるように計画する。

259 3-12
d) 設備のメンテナンス動線を確保する。（屋外にも必
要に応じて確保すること。）

260 3-12 ③ 利用者ごとの動線計画
261 3-12 a) 競技者等

262 3-12

・ オリンピック・パラリンピック競技大会時における競技
者等が、サブトラックから練習用走路やフィールドに直
接アクセスできるように、敷地内に競技者専用の連絡
通路を計画する。

263 3-12
なお、連絡通路は、緊急車両及び陸上器具の運搬車
両（2t車程度）が対面通行できる計画とする。

264 3-12

・ フィールドから敷地外へ直接出られるマラソン競技
等に利用できる動線を、100m走路スタート側付近に
計画する。なお、その通路は可能な限り平坦で、競技
者の安全面にも配慮したものとする。

265 3-12
・ 競技者等が、専用エントランスから選手更衣室等の
選手諸室やメイン側中央部分からフィールドへアプロー
チできる動線を計画する。

266 3-12
・ 競技を終了した選手等が、フィールドからミックス
ゾーンやドーピングコントロール室へスムーズにアプロー
チできる動線を計画する。

267 3-12
・ 競技者、監督の記者会見室へのルートは、メディアと
の交錯のない計画とする。

268 3-12
・ センタートンネルを含めた3か所のフィールドへの出
入口を整備する。

269 3-12 b) 観客（一般者関連）

270 3-12
・ 観客席のエリア区分を明確にし、動線が交錯しない
ように計画する。

271 3-12
・ 本施設へのアクセスは原則として徒歩とし、専用入
場ゲートを経由し観客席へアクセスする計画とする。

272 3-12 ・ 入場ゲートと退場ゲートを分けた計画とする。
273 3-12 c) 観客（ＶＶＩＰ・ＶＩＰ関連）
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274 3-12
・ VVIPの本施設へのアクセスは、車両のみとし、公道
から車寄せまでの専用車路を計画する。

275 3-12
・ VIPの本施設へのアクセスは、徒歩及び車両（タク
シーを含む）とする。

276 3-13
・ VVIPの車路には、緊急時の退避用として別ルートを
計画する。

277 3-13
・ VVIP及びVIPそれぞれの専用のエントランスホール
からそれぞれの関連諸室へ専用の動線を計画する。

278 3-13
・ VVIPの通路には、関係諸室（専用トイレを含む。）か
ら緊急時の退避用として別の専用の動線を計画する。

279 3-13
・ 競技大会において、VVIPのホスピタリティエリアから
競技関連エリアへの動線を計画する。

280 3-13 d) メディア

281 3-13
・ 競技者、VIP関連及び観客エリアへ、原則として進入
できない計画とする。

282 3-13
・ 車両乗降スペースから、各諸室（競技者、VIP関連
及び観客エリアを除く。）へスムーズにアクセスできる計
画とする。

283 3-13 e) サービス
284 3-13 ・ サービス動線は、観客動線と分離し計画する。

285 3-13
・ 売店用車両及びケータリング搬入出車両の駐車ス
ペースは、本施設内部の搬出入口に近い場所に設置
する。

286 3-13
また、適正な駐車場計画により、他の搬入出車両の動
線との交錯や混雑のない計画とする。

287 3-13 f) 施設管理者

288 3-13
・ 清掃、点検及び搬出入に支障がないように昇降機
の配置を計画する。

289 3-13
① オリンピック・パラリンピック競技大会開催時において、
監視カメラ・電気錠等により、観客、競技者、関係者等の
安全が確保できるセキュリティ計画とする。

290 3-13
② 手荷物検査などを実施するため、入退場口付近に滞
留スペースを確保するとともに、雨天時においても検査を
円滑に実施できるよう計画する。

291 3-13
③ 入場ゲートにおいて、シャッター等による安全対策を
計画する。

292 3-13
また、金属探知機等による検査を想定したスペースを確
保する。

293 3-13
④ VVIP、VIPエリアは、防弾ガラスの設置や専用の退避
通路の設置等により、VVIP、VIPの安全が確保できるセ
キュリティ計画とする。

294 3-13 ① 情報の集約を行う防災センターを設置する。

295 3-13
② 管理運営本部は、防災センターと隣接し、大会主催
者との連絡がスムーズに取れるようにする。

296 3-13
また、施設全体が把握できるようメイン側中央付近に配
置する。

297 3-13
③ 警察・消防との連携がスムーズに行えるよう各スペー
スを集約して確保する。

298 3-13 ④ 警察の指揮所、待機室及び取扱室を設ける。
299 3-13 ⑤ 消防の指揮所及び待機所を設ける。

300 3-13
⑥ 緊急時の対応のため、各スタンドへ関係者、スタッフ
等の専用動線を確保する。

301 3-13
⑦ 場内状況把握のための監視カメラの配置計画を検討
する。

302 3-13
少なくとも、各出入口及び各スタンドについて、充分に監
視できることとする。

303 3-14
⑧ 監視カメラは、管理運営本部及び防災センターで監
視・操作できる計画とする。

304 3-14 ① 車いす使用者へのユニバーサルデザイン

305 3-14
a) 車いす席及び同伴席は、水平・垂直に分散して配
置し、車いす使用者が様々なエリア（スタンド各層）から
観戦できる環境を整備する。
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306 3-14
b) 車いす席及び同伴者席は、各コンコースから段差
なくアクセスできる場所に確保する。

307 3-14
c) 車いす使用者の施設利用が想定される階にはエレ
ベーターを設置し、スタンド各層へのアクセスが容易と
なる環境を整備する。

308 3-14
また、災害時においても、円滑な避難が可能な環境を
整備する。

309 3-14

d) 車いす使用者の視認性に配慮したサイトラインの確
保については、日本人の平均身長や履物の高さに配
慮するとともに、車いす使用者の眼高に配慮して計画
する。

310 3-14
e) 大型ベッド付の車いす使用者用トイレを設置し、大
人の着替えにも対応できるように計画する。

311 3-14
f) 敷地への出入口から各案内所への主要な移動経
路は、段差のない計画とする。

312 3-14
g) 各種サインは、車いす使用者の視認性に配慮して
計画する。

313 3-14 ② 視覚障がい者へのユニバーサルデザイン

314 3-14
a) 視覚障がい者の安全かつ円滑な移動を目的とし
て、音声誘導装置や点字サインを、主要な出入口やト
イレ出入口に適宜設置する。

315 3-14
b) 音声誘導装置は、視覚障がい者が所持している送
受信機により、音声案内を流す電波感知方式の音声
誘導装置を設置する。

316 3-14
c) 視覚障がい者が、安全かつ円滑に移動できるよう
視覚障がい者誘導ブロック等を設置する。

317 3-14
なお、視覚障がい者誘導ブロック等の設置について
は、視覚障害者団体と協議を行う。

318 3-14
d) ロービジョン者、色弱者に配慮し、各種サインを計画
する。

319 3-14 e) 盲導犬用のトイレを設置する。
320 3-14 ③ 聴覚障がい者へのユニバーサルデザイン

321 3-14
a) 聴覚障がい者等の補聴支援として、集団補聴設備
を観客席400席以上に整備する。

322 3-14
b) 災害時に聴覚障がい者が一人で取り残される可能
性のあるトイレ、授乳室、休憩室等には、フラッシュラン
プを設置する。

323 3-14
c) 各種サインは、聴覚障がい者の利用に配慮した計
画とする。

324 3-14
④ 知的、精神、発達障がい者等へのユニバーサルデザ
イン

325 3-14
a) 心身状況の変化により休息及び休憩が必要となる
場合があるため、休憩施設をスタンド各層に設置す
る。

326 3-14 b) 同伴者とともに利用できるトイレを計画する。
327 3-14 ⑤ 高齢者等へのユニバーサルデザイン
328 3-14 a) 高齢者が容易に移動可能な環境を整備する。

329 3-14
b) 各階コンコースに配置したトイレ内には、必要箇所に
手すりを設置し、様々な身体状況の観客が利用しやす
い環境を整備する。

330 3-14
c) 各種サインは、高齢者にとっても見やすいサイズや
色づかいとする。

331 3-15
d) 高齢者等の安全な移動に配慮し、スタンド縦通路に
手すりを設置するとともに、段鼻はコントラストに配慮し
視認性を確保する。

332 3-15 ⑥ 子供連れ利用者へのユニバーサルデザイン

333 3-15

a) 託児室、授乳室をスタンド各層に設置するとともに、
キッズスペースを設置して、子供を預け遊ばせるス
ペースを確保することで、子供連れの利用者も安心し
て試合等を観覧できる環境を整備する。

334 3-15
b) トイレには、ベビーチェア・ベビーシートを設置した
ブースを設けるとともに、授乳室を各層に配置する。

335 3-15
c) ベビーカー置き場、車いす置き場を客席に近接して
確保する。
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336 3-15
⑦ 外国人利用者へのユニバーサルデザイン
外国人の来場を想定し、ピクトグラムなどの言語以外の
表示や、多国語表記のサインを設置する。

337 3-15 ⑧ その他

338 3-15
a) スタジアム全体の案内のための総合案内所を設置
する。

339 3-15
b) 競技場利用者の利用が想定される駅が複数存在
することから、利用者のメインアクセスレベルに複数箇
所の案内所を設置する。

340 3-15
c) 車いす使用者用トイレやオストメイト対応トイレを、客
席の種類に応じてコンコースに設置し、様々な身体状
況の観客が利用しやすい環境を整備する。

341 3-15
d) エスカレーターの乗降で、水平となるステップの枚
数は3枚とする。

342 3-15
e) エスカレーターの上下移動が容易に判別できる音
声案内及び手すりサイン等を設置する。

343 3-15 ① 注視点（Focal Point（以下「FP」という。））とＣ値

344 3-15
a) 陸上、サッカー、ラグビーとも、全ての席から見るこ
とができるFPを設定し、各観客席からＣ値60㎜以上を
確保してサイトラインを構成する。

345 3-15 b) FPの設定は各競技の施設基準による。
346 3-15 ② メディア関連

347 3-15

a) ヘッドオン
・ オリンピック・パラリンピック競技大会時に、100mゴー
ル正面の観客席に階段状のプラットフォーム約200㎡
程度のヘッドオンを整備する。

348 3-15
・ オリンピック・パラリンピック競技大会後は、ヘッドオン
を撤去し、一般席が設置できる計画とすること。

349 3-15 ・ 下部には、カメラモートを整備する。

350 3-15

b) コメンタリーポジション
・ オリンピック・パラリンピック競技大会時に、100ｍ
ゴールライン横に約620㎡のコメンタリーポジションを設
置する。

351 3-16
・ オリンピック・パラリンピック競技大会後は、コメンタ
リーポジションを撤去し、一般席が設置できる計画とす
ること。

352 3-16

c) オブザーバー席
・ オリンピック・パラリンピック競技大会時に、テレビ・ラ
ジオ関係者が中継を補佐するために、オブザーバー
席（約60㎡）をコメンタリーポジションに隣接して設置す
る。

353 3-16
・ オリンピック・パラリンピック競技大会後は、オブザー
バー席を撤去し、一般席が設置できる計画とすること。

354 3-16

d) ミックスゾーン
・ オリンピック・パラリンピック競技大会時に、競技を終
えた選手に対してインタビューするため、100ｍゴール
ラインの正面横かつコメンタリーポジション横にミックス
ゾーン（約380㎡、40ポジション程度）を設置する。

355 3-16
・ オリンピック・パラリンピック競技大会後は、ミックス
ゾーンを撤去し、一般席が設置できる計画とすること。

356 3-16

e) プレス席
・ オリンピック・パラリンピック競技大会時に、プレス席
（約1,500㎡、約2,000席。机有り・無しがそれぞれ約
1,000席。）を設置する。

357 3-16
・ オリンピック・パラリンピック競技大会後は、プレス席を
撤去し、一般席が設置できる計画とすること。

358 3-16
f) テレビカメラポジション
・ オリンピック・パラリンピック競技大会後のテレビカメラ
ポジションは、IAAF、FIFA、JFAの規定による。

359 3-16 ③ プレジデンシャルボックス
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360 3-16
a) IOC会長や国家元首、大会組織委員会長、都知事
等が着席する特殊ボックス席（最大150席程度）を整
備する。

361 3-16
b) プレジデンシャルボックスのガラスは防弾ガラスと
し、投擲防止対策を行う。

362 3-16 ④ 車いす席、同伴者席

363 3-16
a) ユニバーサルデザインの観点から、車いす席はスタ
ンドの各層に設け、入退場の円滑化、避難時の安全性
を考慮し整備する。

364 3-16
b) 同伴者用座席は、車いす席と同じ割合で車いす席
の横に設ける。

365 3-16 ⑤ スタンドからの避難

366 3-16
a) 災害に備え、十分な安全性と優れた防災設備を備
えた整備を行う。

367 3-16
b) 避難安全検証を行い、緊急時の観客の避難安全
性について確認する。

368 3-16
c) 全ての観客がスタンドから外部に出るまでの避難時
間は15分以内とする。

369 3-16
また、観客席からコンコースへの避難時間は、8分以
内とする。

370 3-16
d) 避難階段はバランスの良い配置とし、スタンド出入
口から階段に至るまでの避難通路は出入口の幅員以
上を確保する。

371 3-16 合流する場合はその合計幅以上とする。

372 3-16
e) 避難階段は管理用階段を除き、原則、各階専用と
する。

373 3-16
やむを得ず合流させる場合は、合流する階で階段幅
を拡幅し、階段内での過度な滞留を防止する。

374 3-17 ⑥ 観客席の通路

375 3-17
a) 縦通路は、観客の移動に支障がないように、できる
限り均等間隔で配置し、安全性に配慮する。

376 3-17
b) 縦通路については、上下移動の際に観客が転倒し
ないよう、両サイドに手すりを設けるなどの安全性に配
慮した整備とする。

377 3-17 c) 縦通路は、明るい色で塗装する。

378 3-17
d) フィールドから各スタンドへ直接移動できる階段を設
置する。

379 3-17 ⑦ コンコース

380 3-17
a) 観客の往来が円滑で安全性を保つ観点から、幅員
の変化をできる限り少なくし、往来を妨げるような突出
物が無いように計画する。

381 3-17
併せて、観客の待機列を想定し、売店とトイレの配置に
ついて、適正に計画する。

382 3-17 b) 屋根等で覆われていること。

383 3-17
c) 天井は高く、サインを有効に配置し、視認性の高い
空間とする。

384 3-17
d) ステンレス製ウォータークーラー（車いす使用者も
使用可能な二連式、ボトルフィラー付）を16台設置す
る。

385 3-17 ⑧ 観客席の性能

386 3-17
a) 座席は、高密度合成樹脂成型品等の耐久性に優
れ、故障及び破損に対して容易に交換できる製品とす
る。

387 3-17 b) 段床に固定し、背付、跳上座面とする。

388 3-17
c) 席の前後間隔は、観客の膝が前席の背に当たらな
い間隔とする。

389 3-17 d) カップホルダーを使い勝手の良い位置に設ける。

390 3-17
e) スタジアム全体の音響効果に寄与するよう、座面裏
などに吸音材を設ける。

391 3-17 f) 席番プレート及び列番プレートを設ける。

392 3-17
g) 記者席の机などで見切り席ができないように座席を
配置する。

393 3-17 h) スタジアムにふさわしい色彩計画とする。
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⑨ 座席の個別性能

395 3-18 ⑩ その他

396 3-18
a) スタンド直下の室内に、漏水しないよう適切に防水
処理を施す。

397 3-18
b) 設営者等がスタンド最上段及び屋根等へ機材搬出
入できる動線を確保すること。

398 3-18
① 観客が快適な環境で休息できる空調設備を備えた休
憩室（150㎡×6室程度）を整備する。

399 3-18
② VVIP及びVIPを特定するための専用の受付を設けると
ともに、VVIP、VIP以外の者の容易な進入を防ぐ計画とす
る。

400 3-18
③ VVIP席及びVIP席に隣接して、飲食、休憩を行うこと
のできるラウンジ、パントリー、各室専用の洗面所などの
サービス施設を整備する。

401 3-18
④ 皇族のお成りに対応した御休所（トイレ、洗面所等諸
施設を含む）を設置すること。

402 3-18 トイレは、下記の基準により衛生器具個数を算出する。

403 3-18 ① 一般観客席用トイレの衛生器具の個数算定
404 3-18 衛生器具の個数は次表の数値以上を設ける。

405 3-18
また、競技等による観客の男女比構成割合の変化に
対応できる計画とする。

406 3-18 男性　小便器　15個/1000人
407 3-18 男性　大便器　5個/1000人
408 3-18 男性　洗面器　6個/1000人
409 3-18 女性　大便器　28個/1000人
410 3-18 女性　洗面器　14個/1000人

411 3-18
多目的トイレ、オストメイト用設備を備えたトイレ、乳幼
児用設備は各トイレゾーンに機能分散した計画とする。

412 3-18 ② 車いす使用者用トイレの室数算定

413 3-18
a) 車いす使用者用トイレは、車いす席15席に1箇所以
上の割合で設ける。

414 3-18
車いす使用者トイレは、車いす席の近傍かつ一般用ト
イレと一体的に設ける。

415 3-18
b) 車いす使用者用トイレの１以上は男女共用トイレ（多
様な同伴者の介助を想定）とする。

416 3-18
c) オリンピック・パラリンピック競技大会後の施設におい
て、必要となる車いす使用者用トイレは常設として整備
する。

417 3-18
d) オリンピック・パラリンピック競技大会時は、パラリン
ピック競技大会時の車いす席数に合わせて整備する。

418 3-18
競技大会後の常設整備の箇所数との差分は仮設と
し、大会終了後に撤去可能な計画とする。

419 3-19 ③ VVIP席、VIP席用の衛生器具の個数算定
420 3-19 衛生器具の個数は次表の数値以上を設ける。
421 3-19 男性　小便器　1個/50人
422 3-19 男性　大便器　1個/120人
423 3-19 男性　洗面器　1個/80人
424 3-19 女性　大便器　1個/35人
425 3-19 女性　洗面器　1個/50人

426 3-19 車いす使用者用トイレ、乳幼児用設備を設置する。

427 3-19 ④ その他

3-17

（9） ホ
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394

性能
【寸】座席寸法：横幅W×段奥行D（㎜） 【仕】仕様

一般席 【寸】W460～W480×D800以上
車いす席 【寸】W900×D1300以上
同伴者席 【寸】W500×D1300以上、※車いす席と横並びとする

【寸】W600×D1100以上
【仕】ハイグレードタイプ、肘掛付、クッション付
【寸】W600×D950以上

【仕】肘掛付、クッション付
【寸】W700×D1600以上（記者席（机有）、実況放送席（机有））
【寸】W480×D800以上（記者席（机無））
【仕】電源、LAN配線を備える

座席種別

VVIP席

VIP席

メディア席
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428 3-19
a) 施設管理者、大会スタッフ等のために、必要なトイ
レを計画する。

429 3-19

b) フィールドにアリーナ席を設ける場合は、イベント主
催者が仮設トイレを準備することとなるため、仮設トイレ
の設置スペースを確保するとともに、換気、照明、給
水などの設備を整備する。

430 3-19
サインは、各室の配置及び機能又は名称を表示し、統一
性があり建築空間と調和し、視認性に優れた形状、寸
法、設置位置及び表示内容とする。

431 3-19

施設名称サイン、インフォメーションサイン、エリアサイン、
誘導サイン、階数サイン、室名サイン、避難経路サイン、
ステップサイン、点字案内サイン（触知案内図を含
む。）、駐車場サイン、エレベーターサイン、エスカレー
ターサイン、手すり点字サイン、インターホンサイン、ピクト
サイン及び衝突防止マーク等を適宜整備する。

432 3-19 ① 全般

433 3-19
a) 駐車場計画については、利用者別（競技者・VIP・
関係者用）の動線計画に配慮し、スムーズな入退場・
搬出入等がしやすい配置を計画する。

434 3-19

b) 駐車場は施設全体として法的根拠による付置義務
台数を満足するよう整備する（300台程度を想定）。
【技術提案参加者への資料4】「行政協議等一覧」を
参照。

435 3-19
c) 駐車場に関する動線や出入口の条件については、
(4)動線計画を参照する。

436 3-19
d) 駐車する車両は、普通車、大型バスとし、高さ4.1ｍ
の車両の通行が可能な車路を整備する。

437 3-19 e) 駐車場内に車両が周回できる車路を整備する。

438 3-19 ② 競技者等

439 3-19
a) 競技者・チーム用の駐車場は、競技者動線を考慮
して整備する。

440 3-19
b) チーム更衣室に近い位置に、選手バスの車寄せを
整備する。

441 3-20 ③ 観客（一般者関連）

442 3-20
a) 一般来場者は原則として公共交通機関を利用する
計画とする。

443 3-20
ただし、車いす用駐車場は法令に基づき適切に整備
する。

444 3-20 ④ 観客（ＶＶＩＰ・ＶＩＰ関連）

445 3-20 a) VVIP用とVIP用の駐車場を各々専用に計画する。

446 3-20
b) VVIP用駐車場は、外部及び他車路から堅牢な壁で
遮蔽された専用車路よりアクセスする。また外周道路
への予備路線（避難路線）を整備する。

447 3-20
c) VVIP用駐車場の出入口には、シャッターによる開閉
機構を設け、車両突入防止対策（ボラード等）を行う。

448 3-20 ⑤ メディア

449 3-20
a) メディア用駐車場はメディア関係者のエントランスに
近接して整備する。

450 3-20
b) オリンピック・パラリンピック競技大会時には、テレビ
中継車用駐車場として屋外スペースを確保する。

451 3-20

c) オリンピック・パラリンピック競技大会後には、テレビ
中継車用駐車場として、敷地南側屋外に大型車両12
台以上、電源車用駐車場として、屋外に大型車両13
台以上が設置できるスペースを確保する。

452 3-20
① 明治神宮外苑の豊かな緑を後世にわたって継承する
ため、明治神宮外苑の緑と調和する緑化計画とする。

 

（11） サ
イン

（12） 駐
車場

 

 

（13） 外
構
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453 3-20
② 樹種は、明治神宮外苑の在来種を主体とした計画と
する。

454 3-20
③ 高木は、落葉広葉樹を主体とし、複数樹種を組み合
わせた計画とする。

455 3-20
④ 敷地西側の植栽は、競技場から周辺建物への視線
を遮る計画とする。

456 3-20
⑤ 歩道状空地や人溜まり空間では、歩行者の通行を妨
げないような緑化計画とする。

457 3-20
⑥ 敷地北西のマテバシイと石垣を残置した外構計画と
する。

458 3-20
⑦ 植栽の維持管理の負担軽減を目的として、自動灌水
設備を整備する。

459 3-20
⑧ 外部歩行者空間の床仕上げは、安全性及び耐久性
を確保する。

460 3-20
さらに、夏場の熱環境を緩和することを考慮し保水性舗
装とする。

461 3-20
⑨ 外構には、ベンチなどの休憩施設や水飲み・手洗い
場を整備する。

462 3-20
⑩ 本敷地内の外構部に降った雨水は、側溝や雨水枡に
よって集積し、雨水流出抑制槽を経由させ、千駄ヶ谷幹
線へ放流する計画とする。

463 3-20 ⑪ 雨水枡蓋や側溝蓋は、景観に配慮したものとする。

464 3-20
⑫ ブースの出店などに対応するため、外部での電源、給
排水設備、スペース等が確保できる計画とする。

465 3-20
⑬ ブロードキャストコンパウンド（放送用大型中継車及び
仮設諸室等のスペース）を組織委員会と協議して確保す
る。

466 3-20

旧国立競技場敷地内に存在していた炬火台、壁画等の
記念作品や学徒出陣の碑等25作品（【参考資料14】
「記念作品等一覧」参照。）については、新国立競技場
内及び敷地内への再配置や保存を行う場所を検討し、
必要に応じて、床や壁の補強を行う。

467 3-21

また、「秩父宮記念スポーツ博物館・図書館」に収蔵・展
示していた秩父宮雍仁親王殿下の御遺品（スポーツ用
品、書籍など）については、【添付資料11】「各室性能表」
に基づき、収蔵・展示スペースを整備する。

（15） 木
材利用

468 3-21

「公共建築物における木材の利用の促進に関する基本
方針」の趣旨に則り、木材利用の促進を図り、製材、CLT
等の集成材、合板等の木材を可能な限り利用する計画
とする。

469 3-21
オーバーレイ工事及び各種調査のために、組織委員会
及びオーバーレイ工事施工業者が現場内に立ち入る場
合は、可能な限り協力すること。

470 3-21
オーバーレイ工事及び各種調査の内容は、【添付資料
12】「オーバーレイ工事等の内容」を参照すること。

471 3-21
なお、現段階におけるオーバーレイ工事等の内容は、現
時点の予定であり、変更となる場合がある。

472 3-21
耐震安全性については、大地震後、構造体の大きな補
修をすることなく建物を使用できることを目標とし、人命確
保に加えて機能確保が図られるものとする。

473 3-21
① 構造形式（耐震構造、制振構造、免震構造）につい
ては、性能、経済性、工期、建築計画との整合性などを
総合的に勘案し、最適な形式を採用する。
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474 3-21
② 屋根構造は、積載荷重、積雪荷重、風荷重、地震荷
重及び温度荷重等様々な荷重に対して十分な安全性を
有する合理的な構造とする。

475 3-21

③ スタンドの構造は床振動を考慮した剛性の高い構造
種別・架構形式を採用し、耐震部材（または制振部材）
を適切に配置し、経済性・施工性に配慮した合理的な架
構計画とする。

476 3-22
① 積載荷重
オリンピック・パラリンピック競技大会時のセレモニー演出
用機材として、屋根の吊り荷重600tを見込むこと。

477 3-22

② 積雪荷重
屋根の積雪荷重については、吹き溜まりによる偏在や積
雪後降雨による比重の増加を考慮した適切な荷重を設
定すること。

478 3-22

③ 風荷重
風荷重については、類似スタジアムの風洞実験結果等を
参考に適切に設定し、建物形状決定後に風洞実験を
行った上で、適切な荷重を設定する。

479 3-22 ④ 地震荷重

480 3-22

a) 屋根構造の設計地震力算定、巨大平面を有する
スタンドの地震入力評価及び制振・免震構造を採用す
る場合の設計地震力算定等については、時刻歴応答
解析又はその他の妥当な方法により実施する。

481 3-22

b) 時刻歴応答解析を実施する場合、設計用水平地
震動として、供用期間中に数度遭遇する可能性のあ
る「稀に起こる地震動」（レベル１地震）と供用期間中に
１度遭遇する可能性のある「極めて稀に起こる地震
動」（レベル２地震）を適切に設定する。

482 3-22
その場合においては、「総合耐震・対津波計画基準」
に規定される重要度係数を考慮する必要はない。

483 3-22
なお、鉛直方向地震動についても、水平方向地震動
同様に、適切に設定する。

484 3-22
⑤ 施工時荷重
施工時の安全性検証のため、施工期間中の適切な地震
荷重及び風荷重等を設定する。

485 3-22
⑥ 温度荷重
構造体の露出状況等を考慮し、適切な温度幅を設定す
る。

486 3-23
時刻歴応答解析により、耐震安全性の検証を行う場合
の耐震性能の判定基準を、表4及び表5に示す。

487 3-23

表4

488 3-23

表5

489 3-23
以下の各位置に加速度計を設置し、加速度時刻歴をそ
れぞれ測定する。

490 3-23
また、その測定結果を記録、保存する装置（震度表示が
可能なもの）を防災センターに設置する。

491 3-23
① 耐震構造又は制振構造の場合、最下階床、1 階
及び最上階の床。

 

 

能

 

（2） 設
計荷重

（3） 耐
震性能
の判定
基準

（4） 加
速度計
の設置

レベル１地震 レベル２地震

屋根構造 ・主要構造部材：短期許容応力以内 ・主要構造部材：短期許容応力以内

・主要構造部材：短期許容応力以内 ・各層の応答層せん断力：保有水平耐力以下

・各階の層間変形角：1/200以下 ・各階の層間変形角：1/100以下

・各階の塑性率：2.0以下

・制振部材：長周期・長時間地震動に対し

十分な累積塑性変形性能を保持する

スタンド
（地下構造）

基礎構造

スタンド
（地上構造）

・主要構造部材：短期許容応力以内 ・主要構造部材：短期許容応力以内

レベル１地震 レベル２地震

屋根構造 ・主要構造部材：短期許容応力以内 ・主要構造部材：短期許容応力以内

・主要構造部材：短期許容応力以内 ・主要構造部材：短期許容応力以内

・各階の層間変形角：1/300以下 ・各階の層間変形角：1/200以下

スタンド
（地下構造）
基礎構造

・主要構造部材：短期許容応力以内 ・主要構造部材：短期許容応力以内

・免震部材（積層ゴム）に引張力が生じない

・免震層の水平変形：設計限界変形以内
免震層 ・免震部材（積層ゴム）に引張力が生じない

スタンド
（地上構造）
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492 3-23
② 免震構造の場合、下部構造の最下階、免震層の
直上階及び最上階の床。（屋根免震構造を採用する
場合は屋根。）

493 3-24
① 最大需要電力は、オリンピック・パラリンピック競技大
会時は約15,000kW想定とし、オリンピック・パラリンピック
競技大会後は約4,000～6,000kW想定とする。

494 3-24

② 電気設備は、オリンピック・パラリンピック競技大会時
のみに使用するものとオリンピック・パラリンピック競技大
会後にも使用するものに分け、オリンピック・パラリンピック
競技大会時のみに使用するものは、撤去しやすいように
計画する。

495 3-24
③ 使用する電線・ケーブル類は、ＥＭ電線・ＥＭケーブル
を採用する。

496 3-24 ④ 各室性能は、【添付資料11】「各室性能表」による。

497 3-24
⑤ 接地は統合接地方式とする。ただし、大型映像表示
装置等は単独極接地方式による設置が見込まれること
から、統合接地方式と切替え可能な計画とする。

498 3-24
⑥ 引込配線ルートを整備する。「配線ルート」とは、機器
間をつなぐケーブル等を敷設するために、保護管及び
ケーブルラック等を用いた経路をいう。

499 3-24

a) 電力の引込みは、電力会社により、特別高圧22kV
本線予備電源方式（本線の変電所とは異なる変電所
からも引き込む方式）の配線を特別高圧受変電室に
引き込むこととしており、敷地境界から特別高圧受変
電室の受電点までは、可能な限り短い引込配線ルート
を整備する。

500 3-24 また、設備更新時の予備配線ルートを整備する。

501 3-24

b) 通信の引込みは、通信事業者により通信回線を敷
地境界線から主MDF室に引き込むこととしており、新国
立競技場用、外部者(メディア、サービス事業等)用及
びオリンピック・パラリンピック競技大会用の引込配線
ルートを整備する。

502 3-24
なお、オリンピック・パラリンピック競技大会用の引込配
線ルートは、上記の配線ルートとは別に予備の引込配
線ルートを整備する。

503 3-24
⑦ 特別高圧受変電室、高圧変電室、主MDF室及び
サーバールームなど主要設備室は、浸水レベルを考慮
し、浸水の影響を受けない床レベルとして整備する。

504 3-24
⑧ 記者席には、通信回線、テレビ映像、内線電話の通
信用ジャック類を設置し、情報端末、手元灯を設置でき
るようコンセントを整備する。

505 3-24 ① 電灯幹線の整備は、下記による。

506 3-24

a) テナント用及び通信事業者用の電灯幹線を課金す
るための検定付電力量計及びそれ以外のエネルギー
管理用の電灯幹線の一般（検定外）電力量計を分電
盤及び電源盤に整備する。

507 3-25

b) オリンピック・パラリンピック競技大会後に使用する
電源盤は、屋根又は観客席上部、フィールドレベル及
びデッキ部分のそれぞれに合計75kW程度の電源盤
（単相100～200A程度、課金用電力量計付）を整備
する。

508 3-25

c) オリンピック・パラリンピック競技大会後の大規模国
際大会等の開催時における電源車からの電源供給を
想定して、電源車からフィールドレベルへの配線ルート
を整備する。

509 3-25
② 電灯分岐（競技用照明設備を除く。）の整備及び計
画は、下記による。

510 3-25 a) 一般照明は、下記に従い整備する。

３
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511 3-25
・ 基準照度は、JIS Z 9110:2010照明基準総則に
よる。なお、居室における照度は、初期照度補正な
どにより、照度を適正に抑えられるように計画する。

512 3-25

・ 照明器具は、原則としてLED照明器具とする。な
お、照明器具を高天井など高所に設ける場合は電
動昇降装置付とするなどのメンテナンスを考慮して
整備する。

513 3-25

・ 照明制御盤の主装置は防災センターに設置し、コ
ンコース、観客席、トイレ（観客席）等においては、一
括点灯・消灯及びタイマーによるスケジュール制御
のため、照明制御設備を整備する。

514 3-25
b) 非常用照明は、高天井など高所に設置する場合の
メンテナンスを考慮して整備する。

515 3-25
c) 誘導灯は、観客席の消灯や、全館消灯が可能な計
画とする。

516 3-25
また、階段通路における誘導灯は、人感センサーによ
る点滅方式又は段調光制御方式を採用し、省工ネに
配慮した計画とする。

517 3-25
d) 分電盤は、原則として盤二次側配線が上下のフロ
アに渡らないように計画する。

518 3-25
e) 移動型大型送風機及び補光設備は、その電源盤
をフィールド付近に設置し、配線を行う。

519 3-25
f) 保安用照明及び保安用コンセントは、下記に従い整
備する。

520 3-25
・ 保安用照明及び保安用コンセントは、保安用発電
設備の電源回路とし、停電時に保安用発電設備か
ら電源が供給されるよう計画する。

521 3-25
また保安用コンセントは、各諸室の用途に応じた容
量等を確保する。

522 3-25

・ 保安用発電設備の負荷は、イベント開催時の停
電対応に当たっては、【添付資料11】「各室性能
表」によることとし、災害時の停電対応に当たって
は、帰宅困難者を受け入れるための会議室等の照
明器具及びコンセント並びに全体の1割程度のトイレ
で使用する電力とする。

523 3-25
g) 屋外コンセントは、防水錠付とし、保守点検上、必
要な箇所に整備する。

524 3-25 ③ 競技用照明設備の整備は、下記による。

525 3-25
a) オリンピック・パラリンピック競技大会時の競技用照
明設備は、下記に従い整備する。

526 3-25

・ 陸上競技は「国際陸上競技連盟(IAAF) Track
and Field Facilities Manual 2008 Edition」の
「Competition of Major International Importance
such as World Championships and Olympic
Games」の基準に適合すること。

527 3-25

・ 基本設計時、実施設計時、競技用照明器具選
定後に適時照明シミュレーションにより性能検証を
行う。また、競技用照明器具施工後実測を行い、
上記の基準に適合するよう調整を行う。

528 3-25
・ 競技者及び観客の視環境並びにカメラ中継の撮
影環境に配慮した計画とすること。

529 3-25
特に、カメラへの直接グレア、床面などからによる反
射グレア、ハイスピードカメラ撮影でのフリッカ(ちらつ
き)などが発生しない投光器を整備すること。

530 3-25

・フィールドの照度は、均一性を損なうことなく
2,000lx以上の鉛直面照度を確保し、カメラに対す
るフィールド～12列目までの観客席の平均照度は、
フィールドの25％以上～30％以下の照度を確保
し、13列目～最終列までの照度低下は、一様に
10％以内を確保すること。なお、競技用照明器具
及び観客席用照明器具の保守率は1.0とする。

531 3-25 ・ 競技用照明器具の仕様は下記による。

 

 

 



※本チェックシートは、業務実施段階における要求水準確認計画書（参考資料19）に移行する。
①要求水準を超える場合には、技術提案欄に◎を付して内容を記入。
②要求水準を満たす場合には、技術提案欄に○を付して提案書の記載部分を記入。
③設計・施工段階において対応する場合には、設計・施工段階における対応欄に○を記入。

技術提案
（提案頁）

設計・施工
段階におけ

る対応

要求水準に関するチェックシート

要求水準の分類 番号 頁 要求水準の確認事項

技術提案時

532 3-26

(ⅰ)競技用照明器具は、LED照明器具とし、平均演
色評価指数Ra90以上、色温度5,600K以上、調光
制御対応、２系統の配線計画とする。なお、変動係
数、一様勾配、フリッカーレス、色評価指数などに関
する仕様は、組織委員会と協議の上、決定する。な
お、競技用照明（LED照明器具）の仕様及び配線計
画は、組織委員会の承諾を得る必要があるため、
留意すること。

533 3-26
(ⅱ)観客用照明器具は、LED照明器具とし、平均演
色評価指数Ra70以上、色温度5,600K以上とす
る。

534 3-26
b) オリンピック・パラリンピック競技大会後の競技用照
明設備は、下記に従い整備する。

535 3-26

・ 陸上競技は、「日本陸上競技連盟の第１種・第２
種公認陸上競技の基本仕様」の「新設第１種公認
陸上競技場の基準」及びJIS Z 9110:2010照明基
準総則の基準、サッカーは、「財団法人日本サッ
カー協会のスタジアム標準」及び、JIS Z
9110:2010照明基準総則の基準及び2,000lx以上
の水平面照度、ラグビーは、JIS Z 9110:2010照明
基準総則の基準に適合し、観客席の照度は、200lx
以上の水平面照度を確保すること。なお、競技用照
明器具及び観客席用照明器具の保守率は0.7とす
る。

536 3-26

・ 基本設計時、実施設計時、競技用照明器具選
定後に適時照明シミュレーションにより性能検証を
行う。また、競技用照明器具施工後実測を行い、
上記の基準に適合するよう調整を行う。

537 -

c) オリンピック・パラリンピック競技大会後のFIFA大会
の競技用照明設備は、下記に従い計画し、競技用照
明設備を設置できるようにの必要荷重を見込んだ設
置スペースを確保し、配線ルートを整備すること。ま
た、オリンピック・パラリンピック競技大会後の競技用照
明設備も考慮し計画すること。

538 -
・「国際サッカー連盟(FIFA) Football Stadiums 5th
edition 2011」の「ClassⅤ」の基準に適合すること。
なお、競技用照明器具の保守率は0.7とする。

539 -
・実施設計時に照明シミュレーションにより性能検証
を行う。

540 -
なお、競技用照明設備に関わる屋根等の形状が変
更になった場合は、照明シミュレーションにより性能
検証を行う。

（3） 動
力設備

541 3-26

テナント用及び通信事業者用の動力幹線を課金するた
めの検定付電力量計及びそれ以外のエネルギー管理用
の動力幹線の一般（検定外）電力量計を動力盤に整備
する。

542 3-26 ① 特別高圧受変電設備は、下記による。

543 3-26
a) 電力供給者の測定する月間力率で98％以上を確
保する自動力率調整制御を行う。

544 3-26
b) 保安用発電設備の稼働時における停電に対応する
ため、一般系・非常系と保安系を瞬時に切り離すこと
により、保安系が停電しない計画とする。

545 3-26
c) オリンピック・パラリンピック競技大会時のみに使用
する特別高圧受変電設備は、設備更新スペースに設
置することとする。
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546 3-26

d) オリンピック・パラリンピック競技大会時のみに使用
する特別高圧変圧器と、大会後にも使用する特別高
圧変圧器を整備する。また、これらと同容量のオリン
ピック・パラリンピック競技大会時のみに使用する予備
の特別高圧変圧器と、大会後にも使用する予備の特
別高圧変圧器を整備する。

547 3-26
e) 高圧変電室への高圧幹線は、一般系・非常系と保
安系の２系統配線を整備する。

548 -
オリンピック・パラリンピック競技大会時のみに使用する
高圧幹線は、一般系と予備系の２系統配線を整備す
る。

549 3-26 ② 高圧変電設備は、下記による。

550 3-26
a) オリンピック・パラリンピック競技大会後にも使用する
高圧変圧器等は下記による。

551 3-26

・ 高圧変圧器の容量と低圧配電盤の開閉器設置
スペースは、将来の負荷の増加に対応できるよう
に、設備容量の20％以上の余裕を見込み計画す
る。

552 3-26
・ 軽負荷時の省エネルギーに配慮した超高効率用
の高圧変圧器を整備する。

553 3-26
b) オリンピック・パラリンピック競技大会時のみに使用
する高圧変電設備は、通行・避難に支障のない通路
やバックヤードなどに設置できる計画とする。

554 3-26
c) オリンピック・パラリンピック競技大会時のみに使用
する高圧変圧器と大会後にも使用する高圧変圧器を
整備する。

555 3-26

また、上記に加え、冗長化対応として、高圧変電室ご
とに単相３線式、三相３線式及び三相４線式ごとの高
圧変圧器の最大容量を有する予備の高圧変圧器（以
降、「高圧変圧器（予備）」という。）を整備する。高圧
変圧器（予備）は、オリンピック・パラリンピック競技大会
時のみに使用する高圧変圧器と大会後にも使用する
高圧変圧器（非常系は除く）の二次側負荷の切替えが
可能な設備とする。

556 3-27

d) オリンピック・パラリンピック競技大会時には、新国立
競技場周辺に組織委員会が7,000～8,000kW程度
の発電機を4箇所に別途設置する予定であり、当該発
電機から高圧変電室までの配線ルートを整備し、高圧
変電室内に接続スペースを確保する。

557 3-27
なお、この配線ルートは、仮設のケーブルラックを設置
し、容易に撤去が可能な仕様とする。設置場所は屋内
外を問わない。

558 3-27
③ 系統連系を行う場合は、商用電力へ逆潮流しない計
画とする。

559 3-27

④ 電力監視設備は、防災センターに設置し、特別高圧
受変電設備（特別高圧部、高圧部）、高圧変電設備、発
電設備及び直流電源設備の遠方操作・状態監視・警報
監視・電力デマンド監視のため、監視操作卓、グラフィッ
クパネル・コントローラなどを含めたシステムを整備する。

560 3-27
⑤ 絶縁劣化の早期発見を行うために、活線状態のまま
24時間常時絶縁状態を測定できる絶縁監視設備を各
高圧電気室に整備する。

561 3-27
① 電力貯蔵設備として、下記の仕様を満たす直流電源
装置及び交流無停電設備を整備する。

562 3-27

a) 直流電源装置は、電源を非常用発電設備回路と
し、非常用照明の予備電源及び特別高圧受変電室・
高圧電気室の制御・操作用電源として、10分間以上
運転可能なものであること。

563 3-27
b) 交流無停電電源装置は、電源を非常用発電設備
回路とし、防災センターに設置する監視機器用電源と
して、10分間以上運転可能なものであること。
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564 3-27
また、交流無停電電源設備は、バイパス回路付とし、
負荷への給電を継続しながら機器の保守を可能とす
ること。

565 3-27
① 発電設備として、下記の仕様を満たす非常用発電設
備及び保安用発電設備を整備する。

566 3-27 a) 非常用発電設備の主な機器仕様は下記による。

567 3-27
・ 非常用発電設備の容量は、関係法令に定めること
に加え、【添付資料11】「各室性能表」に記載した負荷
に対応したものとする。

568 3-27 ・ 運転時間は、10時間以上とする。

569 3-27 b) 保安用発電設備の主な機器仕様は下記による。

570 3-27
・ 保安用発電設備の容量は、【添付資料11】「各室性
能表」に記載した負荷に対応するものとする。

571 3-27
・ 保安用発電設備は、複数台設置し、単独及び同時
運転ができ、燃料は都市ガス（中圧管）、系統連系運
転設備を備え、運転時間72時間以上とする。

572 3-27
・ 保安用発電設備は、負荷変動による電圧降下が少
ないガスタービン式とする。

573 3-27
・ 保安用発電設備は、競技大会開催時の電力ピーク
カットにも利用できる計画とする。

574 3-27
② 引き渡し前に、停電時を想定し、非常用発電設備及
び保安用発電設備の並列連続運転試験を行うこと。

575 3-27
その運転時間は、非常用発電設備にあっては、10時間
以上とし、保安用発電設備にあっては、24時間以上とす
る。

576 3-27
なお、組織委員会が設置する発電機などの電気設備と、
本業務の電気設備との電圧確立等の連動試験を組織
委員会が実施するため、留意すること。

577 3-28
③ ライフサイクルコストの縮減及び環境配慮目標を考慮
し、最新技術の導入に努める。

578 3-28 その際、設置・活用方法について提案する。

579 3-28
① 構内情報通信網設備が整備できるよう【添付資料3】
「整備区分表」を参照し、下記の配線ルートを整備する。

580 3-28
a) 【添付資料11】「各室性能表」に基づく有線LAN設
備

581 3-28
b) ８万人の観客、施設運営及びメディアなどが快適な
ネットワーク環境を享受できるWi-Fi設備

582 3-28 c) 携帯電話の不感知対策設備

583 3-28
d) 外部者（メディア、サービス事業等）が敷設する臨
時回線

584 3-28

② サーバールームから各EPSへ幹線（シングルモード光
ファイバ（EM-OP-OS1-4C））及び各EPSから居室の情報
コンセン卜へ分岐配線（カテゴリ6aデュアルケーブル
（EM-UTP0.5-8P））を整備する。

585 3-28

③ サーバールームには、サーバー、スイッチ及びAPな
ど、ネットワークを構成する機器の設置スペースを確保す
るとともに、施設管理用と外部者が設置する設備をセ
キュリティ上、物理的に区分する間仕切り等を整備する。

586 3-28
④ オリンピック・パラリンピック競技大会用（通信設備用）
の電源ケーブルの配線ルートを整備する。

587 3-28
① 施設管理者、利用者等の相互の連絡手段及び外部
との連絡手段として、下記の仕様を満たす構内交換設備
を整備する。

588 3-28
a) 構内交換設備のシステム形式は、停電補償3時間
以上のデジ夕ルPBX方式とする。

589 3-28 b) 管理者用にPHSを導入する。

590 3-28
c) 下記の仕様を満たすデジタルPBXなどの設備（PHS
関係を除く。）を主MDF室に設置する。

 

 

（6） 発
電設備

（7） 構
内情報
通信網
設備

（8） 構
内交換
設備
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591 3-28
・ 電話機等の設置回線等は、【添付資料11】「各室性
能表」を参照する。

592 3-28
・ 構内交換設備には、メディア、競技団体が利用可能
な臨時回線を確保する。

593 3-28
・ デジタルPBX及びPHS設備等の電源は、保安用発
電設備回路とする。

594 3-28
・ 防災センター、VVIP室の電話機は、非常時において
も使用可能とする。

595 3-28
・ 各入居部署・テナントの別に電話使用料金を算出で
きる課金機能を設ける。

596 3-28

① 情報表示設備として、デジタルサイネージをオリンピッ
ク・パラリンピック競技大会時に、場内の見やすい場所に
1,000台程度設置することを想定しており、そのための配
線ルートを整備する。

597 3-29
② 情報表示設備として、下記の仕様を満たす時刻表示
設備及び陸上競技計時設備を整備する。

598 3-29
a) 時刻表示設備は、【添付資料11】「各室性能表」に
よる。

599 3-29
b) 陸上競技計時設備は、「国際陸上競技連盟
（IAAF）のCLASS1」及び「日本陸上競技連盟の国内
第1種公認陸上競技場」に適合すること。

600 3-29
③ 組織委員会がオリンピック・パラリンピック競技大会時
にフィールドに敷設する放送用、競技計測用及び電源用
ケーブルのための配線ルートを整備する。

601 3-29
a) ハンドホール（1,800㎜×1,800㎜×1,500㎜）８箇
所以上

602 3-29
b) ハンドホール（1,200㎜×1,200㎜×1,000㎜）６箇
所以上

603 3-29 c) ハンドホール（500㎜×500㎜×1,000㎜）４箇所以

604 3-29
d) モートからフィールドへの通線孔（400㎜×200㎜）
10箇所以上

605 3-29
e) モート内ケーブルトレイ（6段 60㎜×75㎜）フィール
ド1周分

606 3-29 f) ケーブル用パイプ（６㎜×150㎜）11本
607 3-29 g) ケーブル用パイプ（６㎜×300㎜）２本

608 3-29

① 映像装置として、「日本陸上競技連盟（JAAF）第1
種・第2種公認陸上競技場の基本仕様」、「国際陸上競
技連盟（IAAF2008）Track and Field Facilities Manual」、
「日本プロサッカーリーグ（Jリーグ）公益社団法人日本プ
ロサッカーリーグ規約・規定集2013」及び「国際サッカー
連盟（FIFA）Football Stadiums 5th edition 2011」に定め
られることのほか、下記の要件を満たす大型映像装置を
整備する。

609 3-29
a) 大型映像表示装置は、高輝度LED（赤、緑、青）の
フルハイビジョン（屋外防水構造）以上とし、画面寸法：
縦約9m以上、横約32m以上の2面とする。

610 3-29
b) テレビ中継設備などの映像の対応として、４Ｋ及び８
Ｋ映像に対応できるように計画する。

611 3-29
c) フィールドの様子等を鮮明に映せるよう、大型映像
表示装置上部中央に固定カメラを各１台設置する。

612 3-29
d) 大型映像設備用として、自主中継が行えるように盤
及び配線を行う。盤の設置位置は、テレビ中継におけ
るカメラポジションの位置とする。

613 3-29
e) 災害時の避難誘導として、火災報知設備と連動し、
避難誘導表示を行う。

614 3-29
f) 大型映像表示装置１面には、アナログ時計・45分
計、ランニングタイマーを備える。

615 3-29
② 各種スポーツ競技における競技者名、得点、広告、
演出映像等を表示する帯状の表示装置(リボンボード)を
設置することを想定し、配線ルートを整備する。

616 3-29
③ 組織委員会がオリンピック・パラリンピック競技大会時
に使用するテレビ中継設備の配線ルートを整備する。
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617 3-29
④ 国内テレビ放送局が撮影・録画・中継等が行えるよ
う、下記に示す項目に対応する。

618 3-30

a) テレビ中継車駐車スペース、FPU設置スペース、
フィールド、記録室、インタビュールーム、ミックスゾー
ン、観客席、放送室などに３つのテレビ中継盤を設置
できるスペースを確保し、テレビ中継車駐車スペース
の中継盤と他の中継盤との間に配線ルートを整備す
る。

619 3-30
b) テレビ中継等のために敷設されるケーブル類の仮
設配線が円滑に行えるよう扉に小扉などを整備する。

620 3-30
c) 陸上トラックの内側と外側をつなぐ４箇所以上の配
線ルートを整備する。

621 3-30
d) テレビ中継用に送受信するためのFPUの設置ス
ペースを確保し、配線ルートを整備する。

622 3-30
① 消防法による非常警報設備として、非常放送設備を
整備する。

623 3-30
② ローカル放送設備は、会議室、記者会見室、ラウンジ
や建物周辺等に導入することを想定し、機器設置スペー
スを想定し、配線ルートを整備する。

624 3-30

③ 競技用音響設備は、「国際陸上競技連盟(IAAF)
Track and Field Facilities Manual 2008」及び「国際サッ
カー連盟(FIFA) Football Stadiums 5th edition 2011」に
定めることのほか、下記の要件を満たすこと。

625 3-30 a) 電源回路は、保安用発電設備回路とする。

626 3-30
b) 基本設計時、実施設計時、施工前に適時音圧シ
ミュレーションにより性能検証を行うとともに、施工後実
測を行い、基準に適合するよう調整を行う。

627 3-30

④ 新国立競技場用のインカム設備は、陸上大会等にお
けるトラック競技エリアやフィールド競技エリア、運営関係
者諸室、記録室、写真判定室、放送関連諸室などで運
営者間の連絡支援として整備する。

（12） イ
ンターホ
ン設備

628 3-30
通用口と外部受付等の連絡用及び電気室・機械室と防
災センターとの保守用のインターホン設備を整備する。

（13） テ
レビ共同
受信設
備及び
アンテナ

629 3-30
テレビ共同受信設備は、【添付資料11】「各室性能表」に
基づき整備し、アンテナは、地上波デジタル、ＢＳ・ＣＳ１１
０°、ＣＳ、ＡＭ、ＦＭを設ける。

630 3-30

監視カメラ設備は、防犯監視、状況監視を目的として、
セキュリティ計画に基づいた監視カメラの設置場所や防
災センターなど映像を監視する場所を想定し、機器設置
位置を想定し、配線ルートを整備する。

631 3-30
防犯監視は、建物出入口や特定の室の入退室の監視を
行い、状況監視については、建物周辺やコンコース等の
観客動線エリアや関係者動線の監視を行う想定とする。

（15） 駐
車場管
制設備

632 3-31
駐車場管制設備は、駐車場の出入口及び車路が交差
する箇所に、出庫注意灯、合流注意灯などの警報装置
を設ける。

633 3-31
① 防犯管理設備及び入退室管理設備が整備できるよう
【添付資料3】「整備区分表」を参照し、下記の配線ルート
を整備する。

634 3-31
a) 防犯管理設備は、セキュリティ計画に基づき、機器
の設置位置を想定する。

635 3-31
b) 入退室管理設備は、セキュリティ計画に基づき、利
用者エリアを区分し、機器の設置位置を想定する。

636 3-31
c) 新国立競技場用の入場ゲートは、チケット確認ゲー
トや金属探知機用ゲートの設置位置を想定する。

637 3-31 ① 外灯設備は、下記による。

（11） 音
響設備

（14） 監
視カメラ
設備

（16） 防
犯管理
設備及
び入退
室管理
設備

（17） 外
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638 3-31
a) 外灯設備は、立地条件や周辺環境との調和を考慮
し、近隣に対して光害を与えないよう照明の配置計画
を行い整備する。

639 3-31
b) 基準照度は、JIS Z 9110：2010照明基準総則に
適合すること。

640 3-31
c) 環境に配慮した、再生可能工ネルギーの活用を目
的に、最新技術の導入に努める。

641 3-31 その際、設置・活用方法について提案する。

642 3-32 ① 各室性能は【添付資料11】「各室性能表」による。

643 3-32
② イニシャルコストとランニングコストによるライフサイクル
コストの最小化を目指し、かつ、メンテナンス性の向上を
考慮した計画とする。

644 3-32
① 設置スペース、イニシャルコスト、ランニングコスト、電
力デマンド、環境性、防災性等について配慮した熱源シ
ステムとする。

645 3-32
② 災害時や機器の故障等のリスクを回避するため、熱
源機器を分散化する。

646 3-32
③ 居室は、原則として空調を行い、高効率で個別運転
可能な空調システムとする。

647 3-32
④ 空調ゾ－ニングは、各室の用途、使用時間、使用勝
手、室内負荷パタ－ンに応じた計画とし、機器運転の効
率化・省エネルギー化を考慮した計画とする。

648 3-32
⑤ 設計外気条件は、国土交通省大臣官房官庁営繕部
設備・環境課監修｢建築設備設計基準｣における東京の
値とする。
⑥ 主な居室等の設計温湿度条件等は、下表のとおり。

650 3-32
⑦ 外部の入退場ゲート付近の人溜まり空間等に、熱中
症対策としてミスト冷却などの設備を設置する。

（3） 換
気設備

651 3-32 ① 周辺建物に配慮した、駐車場の排気計画とする。

652 3-33
① ＢＥＭＳにより、設備機器の長寿命化及びエネルギー
管理可能なシステムとする。

653 3-33
② サイバーテロに対応するため、空調・衛生の監視シス
テムは独立し、外部との通信は遮断、またはファイアー
ウォールを介した接続とし安全性を確保する。

654 3-33
③ 競技場の保全を図るシステムとして、設備系機器を
中心に統合的監視を行う統合監視設備の設置スペース
を想定し、配線ルートを整備する。

655 3-33
① 給水方式 ：受水槽＋加圧給水ポンプユニット方式と
する。

656 3-33
② 受水槽容量：給水量及び受水槽容量は、上下水道
局基準を勘案し決定する。

657 3-33
③ 受水槽水位：水位調整は、水位センサーによる計画
とする。

658 3-33
④ 受水槽に緊急遮断弁を設ける等、災害時の水の確保
対策を行う。

659 3-33
⑤ トイレ洗浄水（中水）は建物内排水再利用設備及び
雨水利用設備の処理水を使用する。

660 3-33
⑥ テナント用給水設備は課金用とし、それ以外はエネル
ギー管理用とする。

649 3-32

（4） 中
央監視
設備

（5） 給
水設備

 
灯設備

４
．
機
械
設
備
性
能

（1） 共
通事項

（2） 空
気調和
設備

 

 

人員 照明 OA負荷

温度 湿度 （人/㎡） （W/㎡） （W/㎡）

（℃） （％）

練習用走路 26 50 22 40 0.15 20 30

メンテナンス事務室 26 50 22 40 0.15 20 30

チーム、選手更衣室 26 50 22 40 0.3 20 10

監督室 26 50 22 40 0.15 20 30

ウォーミングアップ 26 50 22 40 0.15 20 10

運営サポート室 26 50 22 40 0.15 20 10

記者席 26 50 22 40 0.6 20 30

実況放送室 26 50 22 40 0.3 20 200

認定オフィス 26 50 22 40 0.15 20 30

メディアエリア 26 50 22 40 0.7 20 200

展示室 26 50 22 50 0.3 20 30

収蔵室 26 50 18 50 0.05 11 0

室名

温湿度条件 負荷条件

夏 冬

温度
（℃）

湿度
（％）
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661 3-33
⑦ 大規模地震の発生に備え、上水、雑用水とも十分な
水量を常設水槽に貯水する。
⑧ 日使用量原単位等は、国土交通省大臣官房官庁営
繕部設備・環境課監修｢建築設備設計基準｣を参考と
し、設定条件は下表のとおり。

663 3-33
① 便器は全て洋式便器とし、超節水器具（洗浄水量6L
以下）とセンサー感知器具を採用する。

664 3-33
② VVIP、VIP等のトイレには、省エネルギー型の温水洗
浄便座を設置する。

665 3-33
③ 小便器は、壁掛低リップ型、自動洗浄（AC電源）、防
汚処理対応とする。

666 3-33 ④ 洗浄弁は、中水仕様とする。

667 3-33 ⑤ 洗面器は、カウンター形、自動水栓（AC電源）とする。

668 3-33
⑥ 洗面の給水栓は原則自動水栓とし、競技者用につい
ては使い勝手に配慮して手動とする。

669 3-33
⑦ 車いす使用者用トイレの器具は、パラリンピック競技大
会時の必要器具数に合わせて整備する。

670 3-33
大会後の必要器具数以上の器具は、大会後に容易に撤
去できるものとする。（附属する給排水設備も同様とす
る。）

671 3-34
⑧ ユニバーサルデザインに配慮し、子供や障がい者など
に使いやすい器具を選定する。

672 3-34
① 汚水、雑排水 ：屋内分流、屋外合流方式で、公共下
水道本管に放流する。

673 3-34
② 厨房排水：グリ－ストラップを設置し、排水管に接続す
る。

674 3-34
③ 雨水排水：屋根等に降った雨を雨水利用槽に放流
し、満水時は雨水抑制槽を経由して公共下水道本管に
放流する。

675 3-34
④ 建物内の排水系統は、汚水、雑排水（直接放流）、雑
排水（中水原水）、厨房排水、雨水（直接放流）、雨水
（中水原水）の６系統とする。

676 3-34
⑤ 災害時の対応のため、緊急汚水槽を設置するととも
に、屋外に15か所以上のマンホールトイレ用のマンホー
ルを整備する。

677 3-34
① 建物内に設置する排水再利用設備は、雑排水と厨
房排水を処理できるものとする。

678 3-34
② 処理水（中水）の利用先は、トイレ洗浄水の水源とす
る。

679 3-34
① 水資源の保護に配慮し、雨水は可能な限り再利用す
る。

680 3-34
② 建物内に設置する雨水利用設備は、雨水をろ過、滅
菌処理できるものとする。

681 3-34
③ 処理水（中水）の利用先は、トイレ洗浄水及び芝散水
の水源とする。

682 -
①給湯の供給対象は、添付資料11「各室性能表」によ
る。

683 -
②給湯方式（中央、局所）及び熱源（ガス、電気、太陽
熱）は、省エネルギー、省コストを考慮した計画とする。

（11）消
火設備 684 -

特殊消火を必要とする各室（駐車場を除く。）には、不活
性ガス消火設備を設置する。なお、消火剤は二酸化炭
素以外とする。

 

662 3-33

（9） 雨
水利用
設備

（10）給
湯設備

（6） 衛
生器具
設備

（7） 排
水設備

（8） 排
水再利
用設備

 

日使用量 1日 上水

原単位 平均 雑用水

使用 比率

時間

（ｈ）

観客 15　L/人 5 25：75

競技者・従業員 100　L/人 5 40：60

売店・厨房・パントリー 55　L/人 5 100:0

冷却塔（冷温水発生機） 4.8L/min・kW 10 100:0

冷却塔（ターボ冷凍機） 3.7L/min・kW 10 100:0

冷却塔（発電機用） 0.04L/min・kW 5 100:0

芝散水 5.0mm/㎡ 1 20:80

算定基準

旧国立競技場
給水実績に基
づく
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685 3-34
① 中圧ガス（耐震認定管）を引き込み、敷地内の施設
用ガバナにより低圧ガスに降圧し、各供給箇所へ供給す
る。

686 3-34
② 計量ができて、ガス漏れ警報機と連動遮断できる計
画とする。

687 3-34
③ テナント用ガス設備は課金用とし、それ以外はエネル
ギー管理用とする。

688 3-34
④ 東京ガス所有の地区ガバナの設置スペース（3m×
4m程度）を、敷地内南東の沿道寄りに計画する。

（13） そ
の他の
設備 689 3-34

① コジェネレーションシステム等を導入する場合は、イニ
シャルコスト及びランニングコストを含むライフサイクルコス
トを十分検討するとともに、省エネルギー効果が十分に達
成できるよう、適切な容量設定を行うこと。

690 3-34 ① エレベーター

691 3-34
a) 乗用エレベーターは、IPC基準に適合したものを整
備する。

692 -
なお、本施設の利用者をストレッチャーで緊急搬送す
ることが可能なエレベーターをエリア（一般、VVIP、VIP
のコンコース）ごとに1台以上整備する。

693 3-35
b) 乗用エレベーターには、下記の管制運転等の機能
を有すること。

694 3-35 ・ 地震時管制運転
695 3-35 ・ 火災時管制運転
696 3-35 ・ 停電時救出運転
697 3-35 ・ 閉じ込め時リスタート運転
698 3-35 ・ ピット冠水時管制運転
699 3-35 ・ 自動診断仮復旧運転

700 3-35
c) 乗用エレベーターの耐震安全性の分類は、耐震ク
ラスＡ14とする。

701 3-35
d) VVIPエリア内の乗用エレベーターは、定員24人以
上を確保するとともに、停止するフロアを任意に設定で
きるシステムとする。

702 3-35
e) 防災センターに昇降機設備の統合監視盤を設け、
かご内監視モニター及び聴覚障がい者対応用として
映像配信カメラを整備する。

703 3-35 ② 屋外用エレベーター

704 3-35
a) 歩行者デッキ１号及び歩行者デッキ２号付近に、そ
れぞれ定員24人以上の屋外用エレベーターを各１基
以上整備する。

705 3-35 b) 仕様は、① a)、b)、c)、e)による。
706 3-35 ③ エスカレーター

707 3-35
a) 観客の入場動線など、多くの搬送能力を求められ
る動線上にエスカレーターを設置する。

708 3-35 b) 型式は、Ｓ1000型とする。
709 3-35 c) 経済性を考慮して自動運転機能付とする。

710 3-35
④ 機械式駐車設備
機械式駐車設備を設置する場合は、安全性、操作性及
び機能性を考慮した設備とする。

711 3-36 全天候舗装は、次の要件を満たすものとすること。

712 3-36
① 表層材は、IAAF認証を取得したウレタン舗装とし、
平坦で水はけがよいものを使用すること。

713 3-36
② 下地アスファルト及び路盤材については、トラックク
レーン（吊り上げ能力50t吊り）及びセミトレーラー等の
通行ができる耐荷重を確保すること。

714 3-36
③ 側溝蓋及び枡蓋は、競技に支障が無いものとする
こと。

715 3-36
① 芝草及び圃場育成
芝草及び圃場育成に当たっては、下記の要件を満たす
こと。

716 3-36
・ 芝草種は、日照条件等に応じ適切な品種を選定す
る。

５
．
 
フ
ィ
ー
ル
ド
性
能

（1） 全
天候型
舗装

（2） 天
然芝舗
装

（12） ガ
ス設備

（14） 昇
降機設
備
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・ 選定した芝草種については、砂地の生産圃場で24
か月以上育成管理した芝生を使用する。出荷前に、
品質確認試験を500㎡に1か所以上を行い、下記の
規格値等を確認するものとする。

720 3-36
・ 芝床構造については、砂床（厚さ30cm～35cm）とす
る。

721 3-36
使用する砂は、洗い砂とし、レキ（2㎜以上）やシルト
（0.05㎜以下）の含有率がそれぞれ3％以下の粒度調整
砂を使用する。

722 3-36 ② 散水システム等

723 3-36
・ 散水システムは、ポップアップ式スプリンクラーとし、
ピッチ全面を均一に散水できるよう適切に配置する。

724 3-36
・ 散水システムは自動運転とし、系統制御、週間タイ
マー制御、降雨センサー制御とする。

725 3-36
・ 大型散水栓８か所以上、小型散水栓５か所以上を
フィールド内に設置する。

726 3-36

③ 天然芝育成補助システムの導入
天然芝の健全な育成を図るため、自然の日照・気温・通
風を可能な限り確保したうえで、下記のa)に示す条件を
満たさない場合は、b)に掲げる天然芝育成補助システム
及び設備を導入し、達成に向けて改善を図ること。

727 3-36 a) 天然芝の健全な育成を図るための条件

728 3-36
・ 使用する芝草種に応じた適度な温度条件、土壌水
分量を確保する。

729 3-37
・ 冬至において、屋外の全天日射量の70%以上を確
保する。

730 3-37 ・ ピッチ面で、風速3～5m/s程度の通風を確保する。
731 3-37 b) 天然芝育成補助システム及び設備

732 3-37

＜地中温度制御システム＞
・ 地中温度制御システムは、年間を通して芝生を良
好な状態に保つため、地中に埋設した配管に夏季は
冷水、冬季は温水を流すことにより、地中の加熱、冷
却を行うことが可能なシステムとする。

733 3-37

＜地中温度制御システム＞
・ 床土の10～15cm程度の深さにおける温度が、下記
の最適温度の範囲となるよう計画すること。

734 3-37

＜土壌空気交換システム＞
・ 土壌空気交換システムは、ピッチの良好な排水機
能及び土壌中の空気循環機能を確保することが可能
となるシステムとする。

735 3-37

＜土壌空気交換システム＞
・ 土壌空気交換システムは、送風機、風向切替バル
ブ、排水分離桝、芝生土壌埋設暗渠排水管から構成
し、送風モード（外気を取り入れ芝生土壌に新鮮空気
を供給する。）と吸引モード（芝生土壌内の余剰水分、
有毒ガスを除去する。）による運転が可能なものとす
る。

736 3-37
＜補光設備＞
・ 補光設備は、芝生の育成に必要な日射量を補うこと
が可能な設備とする。

 

 

717 3-36

 

試験項目 規格値 試験方法

衝撃吸収性 30～180Ｇ
グレッグインパクトソイルテスターにて、500ｇのハ
ンマーを55cmの高さから連続打撃して、4回目
の数値を採用する。

トラクション 25Ｎｍ以上 トラクションメーターにて測定する。

芝種 最適温度

暖地型芝 24～29℃

寒地型芝 10～18℃
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737 3-37

＜補光設備＞
・ 設備の導入に当たっては、フィールド内の日照条件
に応じた適正な台数を導入することとし、導入台数に
応じた保管用の収納庫を確保した計画とすること。

738 3-37
＜移動型大型送風機＞
・ 移動型大型送風機は、ピッチ上の空気循環を促進
し、除湿効果を高めることが可能な設備とする。

739 3-37

＜移動型大型送風機＞
・ 設備の導入に当たっては、フィールド通風条件に応
じた適正な台数を導入することとし、導入台数に応じた
保管用の収納庫を確保した計画とすること。

740 3-37
フィールドの外周部にカメラモート（奥行き3ｍ程度、深さ2
ｍ程度）を設ける。
なお、カメラモートの位置は下記のとおり。詳細は組織委
員会と協議すること。【参考資料15】「カメラモートのイ
メージ」を参照する。

742 3-38
① 競技フィールドは、オリンピック時に使用するトラック
レールカメラや、パラリンピック用の表彰台が配置可能な
広さとする。

743 3-38
② オリンピック旗（200旗程度）を掲揚できるポール等を
設置する。

 

 

（3） カメ
ラモート

741 3-37

（4） そ
の他

 

場所 カメラモートまでの距離

メインスタンド側 100ｍ走レーン（スタート～ゴール間）端部から8ｍ以上

バックスタンド側 走り幅跳び砂場端部から2ｍ以上

サイドスタンド側 やり投げ助走路端部から3.5ｍ以上
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